
古
代
日
本
の
女
性
の
活
躍

イ田

」
Ｖ
〈

，＝
可

は
じ
め
に

北
九
州
市
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
主
催
の

「
ム
ー
ブ
フ
ェ
ス

タ
　
２
０
２
３
」
が
あ
り
、
「
２
０
２
３
年
７
月
２２
日
」
に
講
演
を

し
た
。

こ
れ
は
そ
の
時
の
講
演
資
料
で
あ
る
。

第
１
章
　
「日
本
人
」
の
起
源

人
類
の
移
動

（Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
）

ｍ
　
細
胞

■
ヒ
ト
の
細
胞
　
‥
・

７０
兆
個

■
細
胞
の
中
に
「核
（１
個
）
」
、
「
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
（数
百
個
～
）
」

○
核
　
・‥
　
染
色
体

（２３
対
４６
本
）
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■
染
色
体
　
・‥
　
長
い
順
に
「
１
～
２２
」ま
で
番
号
が
付
い
て
い
る
。

ａ
．
「
１
～
２２
」
の
対
は
同
じ
も
の
が
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
。

ｂ
．
２３
番
目
は

「性
染
色
体
」

「
Ｘ
」
＝
女
性
　
　
　
「
Ｘ
」
＝
男
性

「
Ｘ
」
　
　
　
　
　
　
「
Ｙ
」

Ｏ
　
Ｄ
Ｎ
Ａ

Ｏ
染
色
体
は

「
Ｄ
Ｎ
Ａ
」
と

「
タ
ン
パ
ク
質
」
が
集
ま

っ
て
出
来

た
固
ま
り
。

ａ
．

Ｄ

Ｎ

Ａ
　

・‥
　

塩

基

（
Ａ

、

Ｇ
、

Ｃ
、

Ｔ
）
。
糖

・
リ

ン

酸

が
結
合
し
た
も
の
。

（Ａ
＝
ア
デ
ニ
ン
、
Ｇ
＝
グ
ア
ニ
ン
、
Ｃ
＝
シ
ト
シ
ン
、
Ｔ

＝
チ
ミ
ン
）

■

「核
」
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
約
３０
億
個

■

「
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
」
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
　
・‥
　
約
１
万
６
５
０
０
個

同
　
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
遺
伝
子

ａ
．
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
で
遺
伝
す
る
も
の
　
＝

「遺
伝
子
」

ｂ
．
人
体
で
は
、
「遺
伝
子
」
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
２
％

＝

ゲ
ノ
ム

「ゲ
ノ
ム
」
と
は

（ヒ
ト
の
場
合
）
「
２２
本
の
常
染
色
体

（対
の
片

方
）
」
と

「
Ｘ
と
Ｙ
の
２
本
の
性
染
色
体
」
の
計
２４
の
染
色
体
に
入

っ

て
い
る
す
べ
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
「
ゲ
ノ
ム
」
と
い
う
。
（ヒ
ト
の
ゲ
ノ
ム
）

（注
）
染
色
体
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
、
植
物
に
よ
り
異
な
る
。

同
　
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
遺
伝
子
と
核
の
遺
伝
子

■
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
遺
伝
子
　
・‥
　
女
系
遺
伝
子

（母
か
ら
子

へ
）

■
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
　
　
　
　
　
・‥
　
男
系
遺
伝
子

（父
か
ら
子

へ
）

○
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
子
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
最
古
の
母
に

た
ど
り
着
く
。

「
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
・
イ
ブ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
（
ア
フ
リ
カ
）

Ｏ
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
最
古
の
父
に
た
ど
り

着
く
。

「
Ｙ
染
色
体
ア
ダ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
（
ア
フ
リ
カ
）

ヒ
ト
の
移
動
は

「男
性
中
心
」
で
あ
り
、
移
動
し
た
先
で
女
性
と

婚
姻
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

□

「
ヒ
ト
の
移
動
」
を
究
明
す
る
に
は

「
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
」
の

解
明
が
重
要
で
あ
る
。
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２
　
ホ
モ

・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
誕
生

０
　
人
類
の
系
統
図

○

「人
類
の
系
統
図
」

図
１
　
人
類
の
系
統
図

○

「
２
５
０
万
年
前
」
頃
に

「
ホ
モ
属

（
ヒ
ト
属
）
」
が
誕
生
。

○
ホ
モ

・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
誕
生
は

「
３０
万
年
前
～
２０
万
年
前
」
頃

と
い
わ
れ
て
い
る
。

（「
ホ
モ

・
サ
ピ

エ
ン
ス
」
と
は
ラ
テ
ン
語
で
「知
恵
あ
る
人
」

と
い
う
意
味
）

□

「
５
万
年
前
」
頃
は
、
「
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
」

「
ホ
モ

・
サ
ピ

エ
ン
ス
」
「
ホ
モ

。
エ
レ
ク
ト
ス
」
は
共
存
し

て
い
る
。

■

「
北
京
原
人
」
「
ジ
ャ
ワ
原
人
」
は

「
ホ
モ

・
エ
レ
ク
ト
ス
」
。

３
　
出
ア
フ
リ
カ

（Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
に
よ
る
）

０
　
「Ｙ
染
色
体
ア
ダ
ム
」
（８
万
年
前
こ
ろ
ま
で
）

○

「
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
の
系
統
略
図
」

図
２
　
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
の
系
統
略
図

（京
都
大
学
文
学
部
研
究
科
編

『日
本
語
の
起
源
と
古
代
日
本
語
』

（臨
川
書
店
、
２
０
１
５
年
）
（Ｂ
本
と
す
る
）

…
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図 1 人類の系統図
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０
　
出
ア
フ
リ
カ
系
ア
ダ
ム

（６
万
年
前
）

。
「
６
万
年
前
」
こ
ろ
、
ホ
モ

・
サ
ピ

エ
ン
ス
は
ア
フ
リ
カ
を
出

て
、
「中
東
」
へ
行
く
。

。
「中
東
」
か
ら
全
世
界
に
拡
散
す
る
。
「
Ｍ
ｌ
６
８
」
（図
２
）

○
中
東
で
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
混
血

０
　
北
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
と
南
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド

。
「
Ｄ
、
Ｃ
」系
統
は
東

へ
向
か
う
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
北
を
通

っ

て

「
シ
ベ
リ
ア
」
方
面

へ
行
く
の
が

「
北
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
。

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南
を
通

っ
て
、
イ
ン
ド
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
、

東
南
ア
ジ
ア
ヘ
行
く
の
が

「南
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」

。
ど
ち
ら
も
「約
４
万
年
前
」
頃
に
は
た
ど
り
着
い
て
い
る
と
い
う
。

□

「縄
文
人
」
は
南
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
。

０
　
寒
冷
地
適
応
形
態

（北
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
）

○

「寒
冷
地
適
応
形
態
」
と
は

。
背
が
低
く
胴
長
短
足

・
丸
顔
、
頬
骨
が
高
い

。
鼻
の
付
け
根
が
低
い

。
鼻
が
小
さ
く
顔
が
平
た
い

（
の
っ
ぺ
り
し
た
顔
）

。
一
重
瞼

・
乾
型
耳
垢

□
東
北
ア
ジ
ア
人
、
東
ア
ジ
ア
人
は

「寒
冷
地
適
応
形
態
」
で
あ

る
か
ら

「
北
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
で
あ
る
。

４
　
北
方
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
移
動

（約
１
万
８
０
０
０

年
前
）

ｍ
　
氷
河
期
の
最
盛
期

○
最
盛
期
　
　
　
　
　
　
　
　
・‥
　
約
１
万
８
０
０
０
年
前
こ
ろ

○
最
盛
期
で
は
海
水
面
の
低
下
は
北
半
球
で
と
く
に
い
ち
じ
る
し

く

「
１
２
０

ｍ
」
も
下
が

っ
た
。
日
本
列
島
は
大
陸
と
陸
続
き

に
な
り
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
も
陸
続
き
に
な
る
。

０
　
日
本
海
域

（日
本
列
島
、
朝
鮮
半
島
、
満
州
）
集
団
の
移
動

「
０
２
ｂ
」
は

「太
平
洋
沿
岸
北
方
群

（環
日
本
海
諸
語
）」
の
系

統
で
あ
る

（図
３
）
。

■

「
１
万
８
０
０
０
年
前
」
の
最
終
氷
期
の
最
盛
期
に
シ
ベ
リ
ア

を
南
下
。
「
Ｃ
３
」
系
統
。

■

「
０
２
ｂ
」
の
誕
生
。
「約
１
万
５
０
０
０
年
前
」
頃
、
沿
海

州
付
近
。
（推
定
）

■

「
０
２
ｂ
」
系
統

の
南
下
　
「約
１
万
５
０
０
０
年
前
～
１
万

年
前
こ
ろ
」
（推
定
）

図
３
　
Ｙ
染
色
体
Ｄ
、
Ｃ
、
Ｏ
系
統
の
分
岐
略
図

表
１
　
環
日
本
海
域
の
系
統
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５
　
満
州
人

・
朝
鮮
人

ｏ
日
本
人
の
祖
先

０
　
満
州
人

・
朝
鮮
人

ｏ
日
本
人
は
同
族

「表
１
」
の

「
０
２
ｂ
」
は

「
日
本
、
朝
鮮
、
満
州
」
で
ほ
ぼ
同

じ
高
い
値
で
あ
る
。

□

「
日
本
人
、
朝
鮮
人
、
満
州
人
」
は
同
族
で
あ
る
。

表 1 環日本海域の系統

口
　
満
州
人

・
朝
鮮
人
の
誕
生

「
９
０
０
０
年
前
」
頃
、
「満
州
人
」
が
分
か
れ
、
「
６
０
０
０
年

前
」
頃
に

「朝
鮮
人
」
が
分
か
れ
る
。

同
　
日
本
人
の
誕
生

「
６
０
０
０
年
前
」
頃
に

「朝
鮮
」
と
分
か
れ
て
、
中
国
東
北
地

方

（医
巫
間
山
）
付
近
に
住
む
。
（辰
の
誕
生
）

図
４
　
医
巫
間
山

□
そ
の
中
の

一
部
は
渤
海
沿
岸
を
ま
わ
り
、
中
国
の
呉
地
方

へ
向

か
う
。
「
日
本
人

（倭
人
）
」
の
誕
生
で
あ
る
。

■回名  螢 Cl  
“ 『

 |" ‖ 01  0`“ι Gb o● or
日本 1

H本 2

16S

259

23
5.4

3.0

3.1

‐   38.3

2.3   32.5 1。 2

3.4 08
‐   1.9

33。 S

29,7

フ.6

lQ 4

8。 4
9`7

朝鮮 :

朝鮮 2
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“

嬌

Q3
●2

&8
123

Q3 3.7
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3,S
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41
2.2

1.1

1.0

29。 2
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27.3 1■ 2
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第
２
章
　
「日
本
語
」
の
起
源

「日
本
語
の
起
源
」
の
研
究

ｍ
　
「日
本
語
」
は
孤
立
言
語

「
日
本
語
の
起
源
」
に
つ
い
て
、
木
田
章
義
氏
は

（Ｂ
本
）
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
日
本
語
と
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
言
語
は
た
く

さ
ん
あ
る
が
、
そ
の
中
で
比
較
的
ま
と
ま

っ
て
論
じ
ら
れ
た
も

の
は
、

朝
鮮
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
南
島
語

（
マ
ラ
イ
、
ポ
リ
ネ
シ
ア

諸
語
）
、
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
語

（高
句
麗
）
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
ア
イ

ヌ
語
、
タ
ミ
ル
語

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
確
実
に
日
本
語
と
兄
弟
関
係
に
あ

る
と
論
証
さ
れ
た
言
語
は
な
く
、
逆
に

「音
韻
対
応
」
を
持

っ

た
言
語
が
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
語
は
孤
立
し
た
言
語
で
あ
る

と
い
う
見
解
の
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。本

田
章
義
氏

（Ｂ
本
）

０
　
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
語
族
と

「日
本
語
」

松
本
克
己
氏
は

（Ｂ
本
）
の
中
で

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
語
族
」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
語
の
系
統
ま
た
は
起
源
と
い
う
問
題
は
、
今
か
ら
百
年

以
上
も
前
か
ら
内
外
の
大
勢
の
学
者
が
取
り
組
ん
で
き
て
、
未

だ
に
決
着
の
つ
か
な
い
難
問
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
（中
略
）

現
在
、
日
本
列
島
を
含
む
こ
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
は
、
数

に
し
て
２
、
０
０
０
な
い
し
２
、
５
０
０
以
上
の
言
語
が
話
さ

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
言
語
の
ほ
と
ん

ど
は
、
同
系
関
係
に
よ
っ
て
１０
個
余
り
の
語
族
の
中
に
纏
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
（中
略
）

日
本
語
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
同
系

関
係
が
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
言
語
は
、
こ
れ
ま
で
全

く
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で
、
従
来
の
歴
史

。
比

較
言
語
学
の
立
場
か
ら
は
、
日
本
語
は
外
部
に
確
実
な
同
系
言

語
を
持
た
な
い
、
つ
ま
り
系
統
的
に
孤
立
し
た
言
語
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
　
　

松
本
克
己
氏

（Ｂ
本
）

□

「
日
本
語
」
は

「外
部
に
同
系
言
語
を
持
た
な
い
孤
立
し
た
言

語
」
で
あ
る
と
い
う
。

□
た
だ
し
、
「
日
本
語
」
「朝
鮮
語
」
「満
州
語
」
の
祖
語
は

「
８

つ
」
の
「類
型
的
特
徴
」
を
持
つ
言
語
で
あ
る
と
い
う
。
（Ｂ
本
）

■
そ
れ
ら
は

「
Ｙ
染
色
体
遺
伝
子
」
の
「
０
２
ｂ
」
系
統
グ
ル
ー

プ
と

一
致
す
る
。

■

「遺
伝
子
」
と

「言
語
学
」
の

一
致
で
あ
る
。
（佃
説
）
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2

「辰
」
の
そ
の
後

ｍ
　
医
巫
間
山
の

「辰
」

「
６
０
０
０
年
前
」
頃
に

「朝
鮮
」
と
分
か
れ
て
、
中
国
東
北
地

方

（医
巫
閻
山
）
付
近
に
住
む
。
（辰
の
誕
生
）

例
　
『契
丹
古
伝
」
と

「辰
」

（注
）
『契
丹
古
伝
』
は
、
中
国
の
奉
天

（現
藩
陽
市
）
の
ラ
マ
教

寺
院
に
あ

っ
た
古
文
書
を
日
露
戦
争
の
時
、
濱
名
寛
祐
氏
が
写
し
取

り
持
ち
帰

っ
た
も
の
。
題
名
は
無
か
っ
た
の
で
濱
名
氏
が

『契
丹
古

伝
』
と
名
付
け
た
。

『契
丹
古
伝
』
は

「辰
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

蓋
辰
者
古
国
上
代
悠
遠
也
。
伝
日
神
祖
之
後
、
有
辰
法
誤
率

氏
。
本
典
東
表
阿
斯
牟
須
氏
為

一
。
辰
法
護
率
氏
有
子
、
伯
之

裔
為
日
馬
辰
法
氏
、
叔
之
裔
為
干
霊
辰
法
氏
。
干
霊
岐
為
千
来
、

二
千
隔
海
而
望
干
来
。
又
分
為
高
令
云
。
然
有
今
不
可
得
攻
焉
。

其
最
顕
者
為
安
見
辰
法
氏
。
本
出
東
表
牟
須
氏
、
典
殷
為
姻
。

譲
国
於
責
爾
辰
法
氏
。
責
爾
氏
立
未
日
、
漢
寇
方
薄
其
先
入
朔

巫
達
、
撃
退
之
。
淮
委
氏
、
沃
委
氏
並
列
藩
嶺
東
為
辰
守
郭
。

活
耶
又
観
兵
亜
府
間
以
摯
漢
。
　
　
　
　
　
　
『契
丹
古
伝
』

（訳
）
蓋
し
辰
は
古
い
国
で
あ
り
、
上
代
よ
り
悠
遠
な
り
。
伝

え
て
曰
く
、
神
祖
の
後
、
辰
法
譲
率
氏
有
り
。
本

（も
と
）
東

表
の
阿
斯
牟
須
氏
と
同

一
な
り
。
辰
法
誤
率
氏
に
子
有
り
。
伯

の
後
裔
を
日
馬
辰
法
氏
と
い
い
、
叔
の
後
裔
を
干
霊
辰
法
氏
と

い
う
。
干
霊
は
岐

（わ
か
）
れ
て
干
来
と
な
り
、
二
千
里
海
を

隔
て
て
而
し
て
千
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
分
れ
て
高
令

と
な
る
と
い
う
。
然
る
に
今
は
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
最
も
顕
著
な
る
者
が
安
見
辰
法
氏
で
あ
る
。
本

（も

と
）
東
表
の
牟
須
氏
の
出
で
あ
り
、
殷
と
姻
を
な
す
。
国
を
責

爾
辰
法
氏
に
譲
る
。
責
爾
氏
が
立

っ
て
未
だ
日
が
経
た
な
い
う

ち
に
漢
が
攻
め
て
き
て
、
方

（ま
さ
）
に
薄

（せ
ま
）
り
、
そ

の
先
朔
巫
達
に
入
る
。
こ
れ
を
撃
退
す
。
淮
委
氏
、
沃
委
氏
は

並
び
連
な
り
嶺
東
に
藩

（か
き
ね
）
を
つ
く
り
辰
の
守
郭
と
な

る
。
活
耶
は
又
亜
府
間
に
兵
を
観
せ
、
以
て
漢
を
摯

（ひ
き
と

ど
）
む
。

「辰
」
か
ら
種
々
の
氏
族
が
誕
生
し
て
い
る
。

そ
の
中
で

「安
見
辰
法
氏
」
は

「最
も
顕
著
な
る
者
」
と
あ
る
。

「辰
法
」
と
は

「辰
の
流
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「安
見
辰
法
氏
」
は

「天
孫
降
臨
」
す
る

「倭
人

（天
氏
）
」
で
あ

る

（後
述
）。
「
日
本
人
」
を
形
成
す
る
中
心
の
氏
族
で
あ
る
。
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０
　
医
巫
間
山
の

「辰
」
の
そ
の
後

『契
丹
古
伝
』
の
中
に

「
（安
見
辰
法
氏
は
）
国
を
責
爾
辰
法
氏
に

譲
る
。
責
爾
氏
が
立

っ
て
未
だ
日
が
経
た
な
い
う
ち
に
漢
が
攻
め
て

き
て
」
と
あ
る
。

大
凌
河
下
流
域

（医
巫
間
山
の
近
く
）
に

「倭
人

（天
氏
）
＝
安

覺
辰
法
氏
」
が
居
た
。
「倭
人

（卑
弥
氏
）
＝
責
蒲
辰
法
氏
」
に

「国

を
譲
る
」
と
あ
る
。
そ
れ
は

「前
２
０
０
年
」
頃
で
あ
る
。

そ
の
直
後
に

「漢
が
攻
め
て
き
て
、
方

（ま
さ
）
に
薄

（せ
ま
）

り
、
そ
の
先
朔
巫
達
に
入
る
。
こ
れ
を
撃
退
す
。
淮
委
氏
、
沃
委
氏

は
並
び
連
な
り
嶺
東
に
藩
（か
き
ね
）を
つ
く
り
辰
の
守
郭
と
な
る
。
」

と
あ
る
。

「辰
の
守
郭
と
な
る
」
と
あ
る
。
「医
巫
間
山
」
の

「辰
」
は

「前

２
０
０
年
」
頃
ま
で
存
続
し
て
い
る
。

０
　
辰
韓

・
弁
辰

『三
国
志
』
韓
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

韓
在
帯
方
之
南
。
東
西
以
海
為
限
。
南
典
倭
接
。
方
可
四
千
里
。

有
三
種
。　
一
日
馬
韓
、
二
日
辰
韓
、
三
日
弁
韓
。
弁
韓

・
辰

韓
者
古
之
辰
国
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『三
国
志
』

「弁
韓

・
辰
韓
者
古
之
辰
国
也
」
と
あ
る
。
「契
丹
古
伝
』
の
記
述

と

一
致
す
る
。

「弁
韓
」
に
つ
い
て
は
、
陳
寿
は

「弁
辰
伝
」
に
し
て
い
る
。

（注
）
「馬
韓
、
辰
韓
、
弁
韓
」
の
時
代
を

「
三
韓
時
代
」
と
い
う
。

○
弁
辰
伝

弁
辰
亦
十
二
国
。
（中
略
）
弁
辰
蒲
離
爾
凍
国

。
弁
辰
接
塗

国

。
（中
略
）
弁
辰
狗
邪
国

。
（中
略
）
。
弁
辰
涜
慮
国

。
（中
略
）。

弁
辰
韓
合
二
十
四
国
。
　
　
　
　
　
　
　
『三
国
志
』
弁
辰
伝

陳
寿
は

「弁
韓
」
が

「辰
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

「
弁
辰
伝
」

に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「辰
韓

（新
羅
）
」
に

「辰
人
」
が
居
る
。

始
祖
、
姓
朴
氏
、
諄
赫
居
世
。
（中
略
）
至
是
、
立
為
君
焉
。

辰
人
謂
弧
為
朴
。
以
初
大
卵
如
孤
、
故
以
朴
為
姓
。

『三
国
史
記
』
新
羅
本
紀

（訳
）
始
祖
の
姓
は
朴
氏
、
講
は
赫
居
世
。
（中
略
）
是
に
至

り
、
立
ち
て
君
と
為
る
。
辰
人
は
瓢

（ひ
さ
ご
）
を
謂
い
て
朴

と
為
す
。
初
め
大
卵

（始
祖
は
卵
か
ら
生
ま
れ
た
）
が
机
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
で
、
故
に
朴
を
姓
と
為
す
。

「新
羅
」
の
第

一
代
王

（朴
赫
居
世
）
は

「辰
」
の
言
葉
を
採
用

し
て
姓
を

「朴
」
に
し
て
い
る
。

第

一
代
王

（朴
赫
居
世
）
の
即
位
は

「前
５７
年
」
で
あ
る
。
「辰

人
」
は
そ
れ
以
前
か
ら

「辰
韓
」
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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「辰
韓

（新
羅
）」
に

「辰
人
」
が
居
た
こ
と
は

『契
丹
古
伝
』
『三

国
志
』
『三
国
史
記
』
の

「
３
つ
の
史
料
」
で
一
致
し
て
い
る
。

「辰
韓
」
に
つ
い
て

『三
国
志
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

辰
韓
在
馬
韓
之
東
。
其
者
老
伝
世
、
自
言
、
古
之
亡
人
避
秦

役
、
来
適
韓
国
。
馬
韓
割
其
東
界
地
典
之
。

『三
国
志
』
辰
韓
伝

（訳
）
辰
韓
は
馬
韓
の
東
に
在
る
。
其
の
者
老

（き
ろ
う
）
が

世
々
伝
え
て
自
ら
言
う
に
は
、
古
の
亡
人
が
秦
の
役
を
避
け
て

来
り
、
韓
国
に
適
（ゆ
）
く
。
馬
韓
は
其
の
東
界
の
地
を
割
（さ
）

い
て
之
に
典

（あ
た
）
え
る
。

「辰
韓
」
の
人
々
は

「秦

の
役
を
避
け
て
来
た
」
と
あ
る
。
「前

２
２
０
年
」
頃
で
あ
ろ
う
。

「前
２
２
１
年
」
に
、
秦
の
始
皇
帝
は
中
国
を
統

一
す
る
。
「万
里

の
長
城
」
や

「幹
線
道
路
」
の
建
設
に
人
民
を
酷
使
す
る
。
多
く
の

人
々
が
逃
亡
す
る
。

「三
国
史
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

始
祖
、
姓
朴
氏
。
諄
赫
居
世
。
（中
略
）
先
是
、
朝
鮮
遺
民
、

分
居
山
谷
之
間
為
六
村
。
（中
略
）
是
為
辰
韓
六
部
。

『三
国
史
記
』
新
羅
本
記

（訳
）
始
祖
の
姓
は
朴
氏
。
諄

（
い
み
な
）
は
赫
居
世
。
（中

略
）
是
よ
り
先
、
朝
鮮
の
遺
民
は
分
れ
て
山
谷
の
間
に
居
し
、

六
村
を
為
す
。
（中
略
）
是
が
辰
韓
の
六
部
と
為
る
。

「辰
韓
」
は

「朝
鮮
の
遺
民
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
６
０
０
０
年
前
」

に
分
か
れ
た

「朝
鮮
人
」
で
あ
ろ
う
。
「前
２
２
０
年
」
頃
、
朝
鮮

半
島
の
北
部
か
ら

「辰
韓
」
に
来
て
い
る
。

同
　
「辰
」
の
言
悟

『三
国
志
』
辰
韓
伝
に

「辰
韓
」
の
言
語
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

名
楽
浪
人
為
阿
残
。
東
方
人
名
我
為
阿
。
謂
楽
浪
人
本
其
残

余
人
。
今
有
名
之
為
秦
韓
者
。
始
有
六
国
。
和
分
為
十
二
国
。

『三
国
志
』
辰
韓
伝

（訳
）
楽
浪
人
を
名
付
け
て
阿
残
と
為
す
。
東
方
人
は
我
を
名

付
け
て
阿
と
為
す
。
楽
浪
人
は
本
、
其
の
残
余
人
で
あ
る
と
謂

う
。
今
之
を
名
付
け
て
秦
韓
者
と
為
す
も
の
有
り
。
始
め
六
国

有
り
。
和
分
れ
て
十
二
国
と
為
る
。

○

「
６
０
０
０
年
前
」
に
分
か
れ
た

「朝
鮮
人
」
は
後
の

「楽
浪

郡

（朝
鮮
半
島
北
部
）
」
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「東
方
人
は
我

（自
分
の
こ
と
）
を

「阿
」
と
い
う
」
と
あ
る
。

「
日
本
」
で
も
古
代
は
自
分
の
こ
と
を

「阿
」
と
言

っ
た
。

さ
ら
に

『三
国
志
』
辰
韓
伝
に

「辰
韓
」
の
言
語
が
記
録
さ
れ
て
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い
る
。

馬
韓
割
其
東
界
地
典
之
。
（中
略
）
其
言
語
不
典
馬
韓
同
。

名
国
為
邦
、
弓
為
弧
、
賊
為
寇
。
　

　

　

『三
国
志
』
辰
韓
伝

（訳
）
馬
韓
は
其
の
東
界
の
地
を
割

（さ
）
い
て
之
に
奥

（あ

た
）
え
る
。
（中
略
）
其
の
言
語
は
馬
韓
と
同
じ
か
ら
ず
。
国

を
名
付
け
て
邦
を
為
し
、
弓
を
弧
と
為
し
、
賊
を
寇
と
為
す
。

「辰
韓
」
で
は
、
「我
＝
阿
」
「国
＝
邦
」
「
弓

＝
弧
」
「賊
＝
寇
」
「瓢

＝
朴
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「辰
」
の
言
葉

で
あ
る
。
「
日
本
」
も

古
代
は

「我
＝
阿
」
で
あ
り
、
現
在
も

「
国

＝
邦
」
で
あ
る
。

□

「
６
０
０
０
年
前
」
に
朝
鮮
人
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
「辰
」

の
言
葉
を
使

っ
て
い
る
。

○

「辰
の
言
語
」
は

「朝
鮮
」
が
分
か
れ
る
前
か
ら
す
で
に
存
在

し
て
い
る
。

□

「
日
本
語
」
は

「辰
の
言
語
」
で
あ
る
。

ｕ
　
「日
本
語
」
の
起
源

（ま
と
め
）
（佃
説
）

□

「
日
本
語
」
は

「辰
」
の
言
語
で
あ
る
。

■

「辰
の
言
語
」
は

「
６
０
０
０
年
前
」
頃
に

「朝
鮮
」
が
分

か
れ
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。

■
そ
の
後
医
巫
間
山
の
麓
に
「辰
」
が
誕
生
す
る
。
「前
２
０
０

年
」
頃
ま
で

「辰
」
は
存
在
し
て
い
た
。

■

「前
１
０
８
年
」
に
漢
は
衛
氏
朝
鮮
を
討
ち
、
四
郡
を
設
置

す
る
。

■

「辰
」
の
領
土
は
漢
の
領
土
と
な
り
、
「辰
の
言
語
」
は
滅

び
る
。

■

「
６
０
０
０
年
前
」
に
分
か
れ
た

「朝
鮮
人
」
が
朝
鮮
半
島

南
部
に
逃
げ
て
来
て
、
後
の

「弁
辰
国
」
「辰
韓
国
」
を
形

成
す
る
。
「
三
韓
時
代
」
の

「辰
」
で
あ
る
。
人
々
は

「辰
」

の
言
語
を
話
す
。

■

「
三
国
時
代

（４
世
紀
以
降
）」
に
な
る
と
、
「
三
韓
」
は
滅

び
る
。
「辰
の
言
語
」
も
滅
び
る
。

■
他
の
地
域
で
の

「辰
の
言
語
」
は
す
べ
て
消
滅
す
る
。
「
日

本
語
」
だ
け
が
残
る
。

■

「
日
本
語
」
は

「外
部
に
同
系
言
語
を
持
た
な
い
孤
立
し
た

言
語
」
に
な
る
。

□
言
語
学
者
で
も
な
い

「私
」
が

「
日
本
語
の
起
源
」
を
究
明
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

■

『契
丹
古
伝
』
や

『宮
下
文
書
』
、
お
よ
び

『三
国
志
』
『三

国
史
記
』
を
史
実
と
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

-40-



０
　
『論
衡
』

「倭
人
」
を
記
録
し
た
最
古
の
史
書
は

『論
衡
』
で
あ
ろ
う
。

■
周
時
、
天
下
太
平
。
越
裳
献
白
雉
、
倭
人
貢
巴
草
。

『論
衡
」
「儒
増
篇
」

（訳
）
周
の
時
、
天
下
は
太
平
。
越
裳
は
自
雉
を
献
じ
、
倭
人

は
巴
草
を
貢
ぐ
。

■
成
王
之
時
、
越
裳
献
雉
、
倭
人
貢
暢
。

『論
衡
』
「恢
国
篇
」

（訳
）
成
二
の
時
、
越
裳
は
雉
を
献
じ
、
倭
人
は
暢
を
貢
ぐ
。

「成

王
」
は
周
王
朝

の
二
代

目

で
あ
り
、
在

位
は

「前

１
１
１
５
年
～
前
１
１
０
６
年
」
で
あ
る
。

□

「紀
元
前
１
２
０
０
年
」
こ
ろ
の

「倭
人

（日
本
人
）
」
は
中

国
の
呉
地
方
に
居
る
。

■
こ
の

「倭
人
」
が

「
３
世
紀
」
に
は
日
本
列
島

（北
部
九
州
）

に
渡
来
し
て
い
る

（天
孫
降
臨
）
。

■

「
６
０
０
０
年
前

（紀
元
前
４
０
０
０
年
）
」
頃
は

「渤
海

沿
岸

（医
巫
間
山
）」
に
居
た
。

■
渤
海
沿
岸
か
ら
さ
ら
に
南
下
し
て

「前
１
２
０
０
年
」
頃
に

は
呉
地
方
に
住
み
着
い
て
い
る
。

２
　
「呉
越
の
戦
い
」

ｍ
　
「呉
越
の
戦
い
」
の
終
焉

「前
４
７
３
年
」
に

「呉
王
夫
差
」
（前
４
９
５
年
～
前
４
７
３
年
）

は
越
王
句
践
に
攻
め
ら
れ
自
殺
し
、
呉
は
亡
び
る
。
「呉
越
の
戦
い
」

は
終
わ
る
。

○
南
の
越
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
呉
の
人
々
は
北
へ
逃
げ
る
。

○

「倭
人
」
も
北
へ
逃
げ
る
。

３
　
「倭
人

（天
氏
）」
の
移
動
田

０
　
箕
子
と
武
王

「前
１
１
２
２
年
」
に
殷
は
周
の
武
王
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。
「箕
子
」

は
殷
王
朝
の
宰
相

（総
理
大
臣
）
で
あ
る
。

殷
を
倒
し
た
武
王
は

「箕
子
」
を
訪
問
し
て
教
え
を
請
う
。

武
王
既
克
殷
、
訪
問
箕
子
。
武
王
日
、
於
乎
維
天
陰
定
下
民

第
３
章
　
「倭
人

（天
氏
）
」

「前
１
２
０
０
年
」
頃
の

「倭
人
」
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相
和
其
居
。
我
不
知
其
常
倫
所
序
。
箕
子
対
日
、
（後
略
）

『史
記
』
宋
微
子
世
家

（訳
）
武
王
は
既
に
殷
に
勝
ち
、
箕
子
を
訪
間
す
る
。
武
王
日

く
、
「あ
あ
、
天
は
陰
で
定
め
を
維
持
し
て
い
る
。
下
民
は
相

和
し
其
れ
に
居
す
。
我
は
其
の
常
倫
所
序

（常
道
の
秩
序
）
を

知
ら
な
い
」
と
。
箕
子
は
対

（こ
た
）
え
て
曰
く
、
（略
）

「箕
子
」
は
武
王
に

「鴻
範
九
等

（こ
う
は
ん
き
ゅ
う
と
う
）
」
を

教
え
る
。

０
　
箕
子
を
朝
鮮
に
封
じ
る

武
王
は
尊
敬
す
る
箕
子
を
朝
鮮
に
封
じ
る
。

於
是
、
武
王
乃
封
箕
子
於
朝
鮮
。
而
不
臣
也
。

『史
記
』
宋
微
子
世
家

（訳
）
こ
こ
に
於
い
て
、
武
王
は
箕
子
を
朝
鮮
に
封
じ
る
。
而

し
て
臣
と
は
し
な
か

っ
た
。

こ
れ
を

「箕
子
朝
鮮
」
と
い
う
。

武
王
は
「箕
子
を
朝
鮮
に
封
じ
る
。
而
し
て
臣
と
は
し
な
か

っ
た
」

と
あ
る
。

「箕
子
」
は
武
王
の
臣
下
で
は
な
い
か
ら

「朝
鮮
」
は
周
王
朝

の

領
域
外
に
あ
る
。

同
　
箕
子
朝
鮮
の
位
置

「箕
子
朝
鮮
」
の
位
置
に
つ
い
て

『呂
氏
春
秋
』
に
注
記
が
あ
る
。

非
濱
之
東
　
朝
鮮
楽
浪
之
縣
、
箕
子
所
封
。
濱
於
東
海
也
。

『呂
氏
春
秋
』
巻
二
十

（訳
）
濱
の
東
に
非
ず
。
朝
鮮
の
楽
浪
縣
は
箕
子
が
封
じ
ら
れ

た
所
で
あ
る
。
東
海
に
濱

（ひ
ん
）
す
る
な
り
。

○

「朝
鮮
」
は
中
国
大
陸
の
東
海
に
濱
し
て
い
る
と
い
う
。

「朝
鮮
」
の
位
置
に
つ
い
て

『史
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

燕
東
有
朝
鮮

。
遼
東
、
北
有
林
胡

・
楼
煩
、
西
有
雲
中

。
九
原
。

『史
記
』
蘇
秦
列
伝

（訳
）
燕
の
東
に
朝
鮮
と
遼
東
が
あ
り
、
北
に
は
林
胡
と
楼
煩

が
あ
り
、
西
に
は
雲
中
と
九
原
が
あ
る
。

「朝
鮮
」
は

「燕
」
の
東
に
あ
る
と
い
う
。
「燕
」
は
北
京
市
の
近

く
の

「莉

（け
い
）
」
に
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

「朝
鮮
」
は
北
京
市

の
東
に
あ
る
。
北
京
の
東
に
あ
る
海
岸
は

「渤
海
」
で
あ
る
。

□

「箕
子
朝
鮮
」
は

「燕

（北
京
市
）
」
の
東

の

「渤
海
沿
岸
」

に
在
る
。

図
５
　
箕
子
朝
鮮
の
位
置
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・
上

谷

図5 箕子朝鮮
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四
　
箕
子
朝
鮮

（殷
）
と
混
血

『契
丹
古
伝
』
に

「倭
人

（天
氏
）」
は

「殷

（箕
子
朝
鮮
）
」
と

混
血
し
た
と
あ
る
。

そ
の
最
も
顕
著
な
る
者
が
安
見
辰
法
氏
で
あ
る
。
本
（も
と
）

東
表
の
牟
須
氏
の
出
で
あ
り
、
殷
と
姻
を
な
す
。
『契
丹
古
伝
』

○

「前
３
０
０
年
」
頃
、
「倭
人

（天
氏
）
」
は
渤
海
沿
岸
に
来
て
、

「殷

（箕
子
朝
鮮
）
」
か
ら
土
地
を
分
け
て
も
ら
い
、
「箕
子
朝

鮮
」
と
混
血
す
る
。

同
　
「倭
人

（天
氏
）
」
は
大
凌
河
下
流
域

ヘ

「前
２
８
４
年
」
に

「箕
子
朝
鮮

（殷
）
」
は
燕
と
戦
い
敗
れ
る
。

「倭
人

（天
氏
）
」
も
箕
子
朝
鮮
と
共
に
大
凌
河
下
流
域
に
逃
げ
て

住
み
着
き
、
「
国
」
を
建
国
す
る
。

０
　
国
を

「倭
人

（卑
弥
氏
）」
に
譲
る

「前
２
０
６
年
」
に

「漢
王
朝
」
が
樹
立
す
る
。

「前
１
９
５
年
」
に
燕
の

「衛
満
」
は
亡
命
し
て
渤
海
沿
岸
に

「衛

氏
朝
鮮
」
を
樹
立
す
る
。

「漢
王
朝
」
は

「衛
氏
朝
鮮
」
に
そ
の
先
の
東
の
領
域
の
支
配
を

任
せ
る
。

『契
丹
古
伝
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

其
最
顕
者
為
安
見
辰
法
氏
。
本
出
東
表
牟
須
氏
、
典
殷
為
姻
。

譲
国
於
責
蒲
辰
法
氏
。
責
爾
氏
立
未
日
、
漢
寇
方
薄
其
先
入
朔

巫
達
、
撃
退
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「契
丹
古
伝
』

（訳
）
そ
の
最
も
顕
著
な
る
者
が
安
見
辰
法
氏
で
あ
る
。
本
（も

と
）
東
表
の
牟
須
氏
の
出
で
あ
り
、
殷
と
姻
を
な
す
。
国
を
貫

爾
辰
法
氏
に
譲
る
。
資
爾
氏
が
立

っ
て
未
だ
日
が
経
た
な
い
う

ち
に
漢
が
攻
め
て
き
て
、
方

（ま
さ
）
に
薄

（せ
ま
）
り
、
そ

の
先
朔
巫
達
に
入
る
。
こ
れ
を
撃
退
す
。

「漢
王
朝
」
が
攻
め
て
来
る
時
期
は

「前
２
０
６
年
」
か
ら

「前

１
９
５
年
」
の
間
で
あ
る
。

中
央
値
を
取

っ
て
そ
れ
を

「前
２
０
０
年
」
頃
と
す
る
。

□

「前
２
０
０
年
」
頃
、
大
凌
河
下
流
域
で

「倭
人

（天
氏
）
」

は

「国
」
を

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
に
譲
る
。
（佃
説
）

４
　
「倭
人

（天
氏
）」
の
移
動
囲

０
　
高
天
原
ヘ

（注
）
『宮
下
文
書
』
は
、
山
梨
県
富
士
吉
田
市
の

「宮
下
家
」
に

保
存
さ
れ
て
い
た
古
文
書
を
三
輸
義
熙
氏
が
整
理
し
て
大
正
１０
年
に

『神
皇
紀
」
と
し
て
出
版
し
た
も
の
。
私
は

『宮
下
文
書
』
と
す
る
。

-44-



「前
２
０
０
年
」
頃
、
「国
」
を

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
に
譲

っ
た

「倭
人

（天
氏
）
」
は

「蓬
来
山

（高
天
原
）」
を
目
指
す
。

高
皇
産
霊
神
の
第
五
の
御
子

（農
立
比
古
尊
）
は
即
ち

「国

常
立
尊
」
是
な
り
。
第
七
の
御
子

（農
佐
比
古
尊
）
は
即
ち

「国

狭
槌
尊
」
是
な
り
。
（中
略
）
高
皇
産
霊
神
は
、
国
常
立
尊
、

国
狭
槌
尊
に
詔
り
た
ま
は
く
、
日
の
本
な
る
海
原
に
、
状
貌
世

に
二
な
き
蓬
莱
山
の
あ
る
あ
り
。
汝
が
命
等
之
に
天
降
り
て
、

蓬
莱
国
を
治
せ
と
事
依
し
賜
ひ
き
。

乃
ち
先
ず
国
常
立
尊
は
、
其
の
依
し
賜

へ
り
し
命
の
随
に
、

一
族
春
属

（け
ん
ぞ
く
）
数
多
の
神
々
を
率
い
て
蓬
莱
山
の
煙

を
目
標
と
し
て
天
降
り
ま
し
き
。
然
る
に
、　
一
高
七
千
五
百
日

を
経
る
も
復
奏
な
か
り
し
か
ば
、
父
大
御
神
、
尊
の
安
否
を
慮

り
、
日
夜
農
襟

（天
子
の
気
持
ち
）
を
ぞ
悩
し
給
ひ
ぬ
る
。

則
ち
国
狭
槌
尊
に
詔
り
た
ま
は
く
、
吾
将
に
親
ら
国
常
立
尊

の
後
を
追
ひ
て
天
降
る
可
し
と
。
　
　
　

　
　

『宮
下
文
書
』

「国
狭
槌
尊
」
は
父
母
を
連
れ
て
朝
鮮
半
島
の
全
羅
南
道
賓
城
郡

の
海
岸

（費
城
湾
）
に
上
陸
し
、
現
在
の
国
道
２
号
線
と
ほ
ぼ
同
じ

道
を
通
り
、
東

へ
向
か
い
、
晋
州
市
ま
で
来
る
。
そ
こ
か
ら
南
へ
国

道
３
号
線
と
同
じ
道
を
通
り

「高
天
原

（酒
川
市
）
」
に
来
て
い
る
。

図
６
　
高
天
原
の
位
置

そ
の
後

「国
常
立
尊
」
も

「高
天
原
」
に
来
る
。
「高
天
原
」
の

建
国
で
あ
る
。

□

「高
天
原
」
の
建
国

（佃
説
）

■

「高
天
原
」
の
建
国
は

「前
２
０
０
年
」
頃
で
あ
る
。

■

「高
天
原
」
は
朝
鮮
半
島
南
端
の

「洒
川
市
」
で
あ
る
。

■

「国
狭
槌
尊
」
に
よ
る
建
国
で
あ
る
。

■

「国
常
立
尊
」
は
父
母
が
死
去
し
た
後
に
高
天
原
に
や
っ
て

来
る
。

５
　
高
天
原
の
時
代

ｍ
　
高
天
原
の
系
図

（『宮
下
文
書
』
）

図
７
　
高
天
原
の
系
図

伊
井
諾
尊

（イ
ザ
ナ
ギ
尊
）
の
系
図

図
８
　
伊
弊
諾
尊
の
系
図

０
　
「天
照
大
神
」
の
即
位

『宮
下
文
書
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

天
照
大
御
神
は
諄
を
初
め
大
市
昆
女
尊
と
い
ひ
、
後
大
日
留
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女
尊
と
い
う
。
伊
弊
諾

。
伊
井
再
二
柱
の
尊
の
皇
女
に
ま
し
ま

す
。
二
柱
よ
り
、
天
つ
日
嗣
の
大
御
位
を
受
け
さ
せ
給
ひ
、
四

方
の
惣
大
御
洲
を
知
食
じ
め
し
給
ふ
。
（中
略
）
是
に
至
り
て
、

（中
略
）
国
を
豊
阿
始
原
瑞
穂
国
と
名
づ
け
給
ひ
き
。

『官
下
文
書
』

□

「
天
照
大
神
」
に
よ
る

「豊
阿
始
原
瑞
穂
国
」
の
建
国
で
あ
る
。

■

「
天
照
大
神
」
は

「初
代

（
一
代
目
）
」
の
王
で
あ
る
。

弟
の
月
峯
命
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

太
市
毘
女
尊

（天
照
大
神
）
は
二
柱

（イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ

ミ
）
の
初
長
子
な
り
。
故
に
尊
を
天
つ
日
嗣
と
な
し
、
以
て
四

方
の
惣
大
御
洲
を
統
さ
せ
給
ふ
べ
し
。
　

　

　

『宮
下
文
書
』

□
二
人
の
弟
が
居
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「長
子
」
の
女
性
が
即
位

し
て
い
る
。

（注
記
）
現
代
よ
り
も

「男
女
平
等
」
で
あ
る
。

同
　
国
の
儀
礼

。
制
度
を
定
め
る

１
）
即
位
の
儀
式

「天
照
大
神
」
は
ま
ず
即
位
の
儀
式
を
定
め
る
。

図6 高天原の位置
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童丞』髭嶽皿

0日常立尊の系騰

国常立尊
|

豊書淳尊
|

阿和武男命
|

忍穂耳尊②
|

0国狭腱尊の系辞

国狭植尊
:

I

伊弊諾尊 (

|

天照大神①
|

イザナギ尊)

遍題彗命③ = 木花咲夜毘女 (こ のはなのさくやひめ)

|

|

火遠理命④
|

火照須命 火須勢理命
(日 子火火出見尊)

:

子波激武鵜葺不合尊⑤日

図7 高天原の系統

(注)番号は「豊阿始原世五代」 (『宮下文書』より)
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伊弊諾尊 (イ ザナギ)

|

|

蛭子命

『宮
下
文
書
』

○天照大神には二人の弟が居る。

３
）
「皇
族
」
を
定
め
る

|

月峯命

図8 伊弊諾尊の系図

大
御
神

（天
照
大
神
）
は
、
詔
し
て
、
家
系
を
定
め
さ
せ
給
う
。

即
ち
伊
井
諾

。
伊
井
再
の
二
柱
の
尊
の
子
孫
を
皇
族
と
し
、
若

し
天
つ
日
嗣
な
き
と
き
は
諸
々
の
天
つ
神
会
議
の
上
、
皇
族
の

内
よ
り
選
び
て
、
大
御
位
に
印
か
せ
ま
さ
む
こ
と
に
定
め
給
う
。

『宮
下
文
書
』

天照大神

４
）
「国
」
「村
」
の
制
定

四
方
諸
々
の
州
々
の
大
原

・
小
原

。
大
洞

。
小
洞

。
大
澤

・

小
澤

。
大
組

。
小
組
、
並
び
に
其
の
各
頭
を
廃
し
て
、
更
に
大

国

。
小
国

。
大
村

・
小
村
を
置
き
、
国
造

・
郷
司

・
村
長
を
置

か
せ
給
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『宮
下
文
書
』

大
御
位
に
印
く
に
は
阿
祖
山
太
神
宮
の
神
殿
に
於
い
て
大
御

位
に
印
く
こ
と
を
定
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
「宮
下
文
書
』

５
）
国
法

。
国
政
を
定
め
る

２
）
「
三
種
の
神
器
」
を
定
め
る

大
御
神

（天
照
大
神
）
は
即
位
四
万
四
千
日
の
と
き
、
左
右

大
神
初
め
八
百
萬
の
天
つ
神

。
国
つ
神
を
高
天
原
の
大
御
官
に

会
し
、
国
法

。
国
政
を
議
り
増
し
ま
す
。
　

　

『宮
下
文
書
』

大
御
神

（天
照
大
神
）
は
宝
司
の
王
を
神
霊
と
名
付
け
、
御

剣
を
室
雲
の
剣
と
名
付
け
、
八
角
花
形
の
鏡
を
内
侍
所
の
御
鏡

と
名
付
け
給
う
。
こ
の
三
品
を
大
御
宝
と
定
め
ま
し
き
。

６
）
「典
程
」
を
定
め
る
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代
々
天
つ
日
嗣
の
大
御
位
に
印
き
ま
さ
む
と
す
る
場
合
に
は

太
神
宮
の
平
殿
に
於
い
て
三
品
の
大
御
宝
を
拝
し
、
之
を
捧
げ

ま
す
を
以
て
典
積
と
定
め
さ
せ
給
い
、
子
孫
代
々
堅
く
之
を
守

る
べ
き
こ
と
を
示
し
置
か
せ
給
う
。
　

　

　

　

『宮
下
文
書
』

□
天
照
大
神
は

「豊
阿
始
原
瑞
穂
国
」
を
建
国
す
る
。

■
国
と
し
て
必
要
な
諸
制
度
を
制
定
す
る
。

■
天
照
大
神
は
初
代
の
王
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
の
持
ち
主
で
あ

る
。

０
　
第
二
代
　
天
の
忍
穂
耳
尊

二
代
目
を

「天
の
忍
穂
耳
尊
」
と
す
る
。

天
之
忍
穂
耳
尊
は
幼
名
を
日
吉
毘
古
命
と
い
ひ
、
諄
を
豊
武

毘
古
尊
と
い
ふ
。
国
常
立
尊
の
皇
子
豊
掛
淳
尊
の
嫡
孫
に
ま
し

ま
し
て
、
真
心
武
命
講
阿
和
武
男
命
の
御
子
に
ま
し
ま
す
。

阿
和
武
男
命
、
子
な
き
を
憂
ひ
高
天
原
の
神
祖
神
宗
に
祈
り

て
、　
一
子
を
生
み
ま
せ
る
や
、
暴
か
に
神
避
り
ま
し
ぬ
。
天
照

大
御
神
取
つ
て
以
て
御
子
と
な
し
、
阿
和
武
男
命
の
義
妹
青
木

比
女
命
を
し
て
養
育
ま
し
ま
さ
じ
め
、
日
吉
昆
古
命
と
名
づ
け

給
ひ
き
。
（中
略
）
立
て
て
天

つ
日
嗣
と
な
し
、
諄
を
豊
武
昆

古
命
と
改
め
賜
ふ
。
是
に
至

っ
て
阿
祖
山
太
神
官
な
る
宮
守
の

官
に
於
い
て
、
三
品
の
大
御
宝
を
捧
げ
て
、
大
御
位
を
受
け
ま

し

き

。

『宮
下
文
書
』

天
照
大
神
は

「伊
井
諾

・
伊
井
再
の
二
柱
の
尊
の
子
孫
を
皇
族
と

し
、
若
し
天
つ
日
嗣
な
き
と
き
は
諸
々
の
天
つ
神
会
議
の
上
、
皇
族

の
内
よ
り
選
び
て
、
大
御
位
に
印
か
せ
ま
さ
む
こ
と
に
定
め
給
う
」

と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
代
目
は

「国
常
立
尊
」
の
子
孫
で
あ
る
。

自
分
が
定
め
た
法
に
反
し
て
い
る
。

そ
れ
は

「
天
之
忍
穂
耳
尊
」
が
生
ま
れ
る
と
父
は
す
ぐ
に
死
去
し

て
、
天
照
大
神
が
引
き
取
り
養
育
し
、
「養
子
」
に
し
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

同
　
『契
丹
古
伝
』
と

『宮
下
文
書
』

『宮
下
文
書
』
は

「
天
之
忍
穂
耳
尊
」
と
記
す
。
「
天
之
」
は

「
天

（あ
め
）
の
」
で
あ
る
。

『契
丹
古
伝
』
は

「安
見
辰
法
氏
」
と
記
す
。
「安
見
」
は

「あ
め
」

で
あ
る
。
「安
見
」
＝

「あ
め
」
＝

「
天
」
で
あ
る
。
「天
之
忍
穂
耳

尊
」
は

「安
見
辰
法
氏
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

高
天
原
を
建
国
し
た

「国
狭
槌
尊
」
「国
常
立
尊
」
は

「安
見
辰

法
氏
」
で
あ
る
。
『契
丹
古
伝
』
か
ら

『官
下
文
書
』
に
歴
史
は
続

い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

□

「倭
人

（天
氏
）
」
の
歴
史
は

『契
丹
古
伝
』
か
ら

『宮
下
文

書
』
に
続
い
て
い
る
。

■
ど
ち
ら
も
史
実
を
記
録
し
て
い
る
か
ら
整
合
す
る
。
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■

『契
丹
古
伝
』
『宮
下
文
書
』
を
見
な
い
限
り

「倭
人

（日

本
人
）
」
の
歴
史
は
究
明
で
き
な
い
。

６
　
天
孫
降
臨

０
　
外
寇

（通
週
藝
命

（
二
二
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）
の
時
代
）

第
三
代

「迩
通
藝
命
」
の
時
代
に
次
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
る
。

○

「西
北
大
陸
」
か
ら
の
侵
攻

一
日

（あ
る
日
）
、
西
国
よ
り
豊
玉
武
昆
古
命
馳
せ
来
た
り
奏

す
ら
く
、
西
北
の
大
陸
よ
り
、
大
軍
附
地
見
島
に
攻
め
来
れ
り

と
。
乃
ち
尊
は
高
天
原
の
大
御
宮
に
神
后
初
め
諸
々
の
天
つ
神

国
つ
神
、
人
百
萬
神
を
神
集
に
集

へ
て
、
言
向
け
ま
さ
む
こ
と

を
議
り
給
い
き
。

（中
略
）
乃
ち
武
知
男
命
を
惣
軍
司
令
頭
長
と
な
し
、
経
津
主

命

・
武
発
槌
尊

・
玉
柱
屋
命

・
御
名
方
命
の
四
軍
神
を
軍
大
将

と
な
す
。
而
し
て
尊
は
神
霊
の
御
玉
を
玉
体
に
副
え
、
室
雲
の

実
剣
を
奉
持
し
、
神
后
は
内
持
所
の
御
鏡
を
玉
体
に
副
え
、
軍

勢

一
萬
八
千
神
を
率
い
て
、
作
田
毘
古
命
を
御
前
に
立
た
し
て
、

遂
に
天
降
り
給
ひ
き
。
日
夜
重
ね
る
こ
と
五
十
三
日
に
し
て
西

国
に
着
き
ま
し
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『宮
下
文
書
』

○
と
こ
ろ
が
敵
と
戦
う
が
大
敗
す
る
。

第
四
代

「
日
子
火
火
出
見
尊
」
の
時
代
に
再
び
外
寇
が
あ
る
。

前
回
の

「迩
迩
藝
命
の
時
」
は
多
く
の
戦
死
者
を
出
し
て
い
る
。

「
日
子
火
火
出
見
尊
」
は

「諸
々
の
天
つ
神

。
国
つ
神
人
百
萬
神
」

を
集
め
て
議
論
す
る
。
そ
の
結
果

「神
都
を
附
地
見
島

（筑
紫
）
に

遷
す
」
こ
と
を
決
め
る
。

「神
都
」
を

「筑
紫
」
に
移
す
に
あ
た
り
、
「
日
子
火
火
出
見
尊
」

は
皇
子

「
日
子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
に
譲
位
す
る
。

０
　
高
天
原
か
ら
筑
紫
ヘ

五
代
目

「
日
子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
は

「筑
紫
」

へ
征
伐
隊
を

派
遣
す
る
。

今
や
、
天
つ
神

。
国
つ
神

・
八
百
萬
神
の
決
議
に
基
づ
き
、
将

に
神
都
を
附
地
見
島
に
遷
さ
む
と
し
給
う
。
（中
略
）
時
に
軍

勢
日
に
加
わ
り
、
凡
そ
十
萬
餘
神
称
す
。

則
ち
、
軍
勢
を
二
手
に
分
ち
、
附
地
見
島
、
東
の
水
門
よ
り
攻

む
る
大
将
は
、
元
帥
火
照
須
命
、
副
帥
武
甕
槌
命

。
稚
武
王
命
、

軍
勢
五
萬
餘
神
と
し
、
他
の

一
軍
は
、
附
地
見
島
、
南
の
水
門

よ
り
攻
む
る
大
将
は
、
元
帥
火
須
勢
理
命
、
副
帥
経
津
（ふ
つ
）

主
命

。
建
御
名
方
命
、
軍
勢
五
萬
餘
神
と
す
。
（中
略
）

乃
ち
南
軍
は
南
水
門
よ
り
上
陸
し
、
賊
の
大
軍
と
戦
い
、
奮
撃

韓
闘
六
百
五
十
日
に
し
て
、
遂
に
賊
軍
を
西
北
方
面
に
撃
壌
し
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ぬ
。
（中
略
）

是
よ
り
旧
都
高
天
原
を
天
都
と
い
い
、
新
都
を
神
都
と
い
う
。

「宮
下
文
書
』

同
　
「天
孫
降
臨
」
は
北
部
九
州
へ
の
優
略

「火
照
須
命
」
と

「火
須
勢
理
命
」
は
各

々

「
五
萬
餘
の
兵
」
を

率
い
て

「附
地
見
島

（筑
紫
）
」
を
攻
め
る
。

○
附
地
見
島

（筑
紫
）
の
征
伐
隊

■
火
照
須
命
の
東
軍

（五
萬
餘
）

・‥
筑
紫
の
東
の
水
門
＝
「博

多
湾

（筑
前
）
」

■
火
須
勢
理
命
の
南
軍

（五
萬
餘
）
…
南
の
水
門
＝

「有
明
海

（肥
前
南
部
）
」

口
火
照
須
命
と
火
須
勢
理
命
の
侵
攻
に
よ
り
、
「筑
前
」
～

「肥

前
南
部
」
を
征
伐
す
る
。

■
こ
れ
が

「
天
孫
降
臨
」
で
あ
る
。

■

「
天
孫
降
臨
」
は

「高
天
原
」
か
ら

「
北
部
九
州
」
へ
の

「侵

略
」
で
あ
り
、
「移
住
」
で
あ
る
。

国
　
「日
子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
の
移
住

「附
地
見
島

（筑
前
～
肥
前
南
部
）
を
征
伐
し
た
の
で
神
皇

「
日

子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
が
移
住
す
る
。

乃
ち
神
皇
は
、
左
右
大
神
初
め
、
天
つ
神

・
国
つ
神
の
諸
役
神

を
支
り
加
え
て
、
高
天
原
よ
り
附
地
見
島
の
新
宮
に
天
降
り
ま

し
ま
し
給
う
。
（中
略
）
而
し
て
其
の
新
に
都
を
築
き
し
に
因

り
、
附
地
見
島
を
筑
市

（ち
く
し
）
島

（後
世
、
作
筑
紫
）
と

改
め
給
ひ
、
其
御
舟
の
初
め
て
着
き
ま
し
し
水
門
を
津
久
始

（
つ
く
し
）
初
古
崎

（は
こ
さ
き
）
と
そ
名
つ
け
け
る
。

『官
下
文
書
』

福
岡
市
箱
崎
に
上
陸
し
て
い
る
。

（注
）
神
皇

「
日
子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
は

「火
照
須
命
」
、
「火

須
勢
理
命
」
の
甥
で
あ
る
。
（図
７
）

同
　
「移
住
」
の
時
期

○

「天
孫
降
臨
」
の
年
代

（佃
説
）

■

「天
孫
降
臨
」
の
時
期
は

「前
１
４
０
年
～
前
１
１
０
年
」

頃
で
あ
ろ
う
。

同
　
「天
孫
降
臨
」
の
地

（佃
説
）

○
火
照
須
命
が
降
臨
し
た
と
こ
ろ
は

「福
岡
市
西
区
」
の

「吉
武

高
木
遺
跡
」
で
あ
る
。

○
火
須
勢
理
命
が
降
臨
し
た
と
こ
ろ
は
「吉
野
ケ
里
遺
跡
」
で
あ
る
。

○
神
皇

「
日
子
波
激
武
鵜
葺
不
合
尊
」
が
降
臨
し
た
と
こ
ろ
は
「福

岡
県
春
日
市
」
の

「須
玖
岡
本
遺
跡
」
で
あ
る
。
こ
こ
が

「倭

人

（天
氏
）
」
の
神
都
で
あ
る
。
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７
　
「弥
生
時
代
中
期
」
の
始
ま
り

０
　
「天
孫
降
臨
」
に
よ
る
新
し
い
文
化

天
孫
降
臨
し
た

「北
部
九
州
」
「中
部
九
州

（筑
後
、
肥
後
）」
に

は
新
し
い
文
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

○

「
天
孫
降
臨
」
に
よ
る
新
し
い
文
化

■
青
銅
製
品

（銅
剣

・
銅
鉾
、
鋼
鏡
等
）

■
甕
棺
墓

■
水
田
稲
作

（灌
漑
用
水
、
農
工
具
等
）

０
　
銅
鏡
の
変
化

銅
鏡
は
女
性
の
化
粧
用
品
で
あ
っ
た
。
中
国
の
女
性
の
墓
か
ら
は

「小
型
の
銅
鏡
」
が

一
枚
出
土
す
る
。

と
こ
ろ
が

「
天
孫
降
臨
」
し
た

「王
の
墓
」
か
ら
は
大
量
の
銅
鏡

が
出
土
す
る
。

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
で
は

「瑣
瑣
杵
尊
」
が
天
孫
降
臨
す
る
。

『古
事
記
』
は
こ
の
時
、
天
照
大
神
は
瑣
竣
杵
尊
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
前
を
拝
す
る
が

如
く
い
つ
き
奉
れ
」
と
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
『古
事
記
』

「倭
人

（天
氏
）
」
に
と

っ
て
、
「鏡
」
は

「天
照
大
神
」
の
御
魂

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
り

「伊
都
国
の
王
」
は

「鏡
」
を

「神
宝
」
と
し
て
、

大
量
に
集
め
、
墓
に
埋
納
す
る
よ
う
に
な
る
。

○
伊
都
国
王
墓
と
鏡

■
三
雲
南
小
路
１
号
甕
棺

■
井
原
鑓
溝
遺
跡

■
平
原
遺
跡

　
、

□
伊
都
国
王
は
代
々

「
天
照
大
神
」
の
言
葉
を
受
け
継
い
で
い
る
。

そ
れ
ほ
ど

「
天
照
大
神
」
は
偉
大
な
女
性
で
あ
る
。

８
　
弥
生
時
代
後
期
初
頭
の

「北
部
九
州
」

０
　
「伊
都
国
」
の
樹
立

吉
武
高
木
遺
跡
に
天
孫
降
臨
し
た
子
孫
が
糸
島
市
に
移
り
、
「伊

都
国
」
を
樹
立
。

□

「弥
生
時
代
中
期
後
半
」
に

「伊
都
国
」
が
誕
生
す
る
。
（前

５０
年
～
０
年
頃
）

３５
面

２１
面
以
上

４０
面
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０
　
「紀
元
０
年
」
頃
、
「倭
国
」
（倭
人

（卑
弥
氏
）
）
の

一
部
が

渡
来
す
る
。

■
博
多
湾
沿
岸
に

「倭
奴
国
」
を
樹
立
し
て

「神
都
」
を
滅
ぼ
す
。

■

「
５７
年
」
に

「倭
奴
国
」
は
後
漢
王
朝
に
朝
貢
し
て
金
印
を

賜
る
。

０
　
「
７
年
」
直
後
頃
、
朝
鮮
半
島
南
部
の

「不
弥
国
」
か
ら

一

部
が
博
多
湾
に
渡
来
。

■

「倭
奴
国
」
を
追
い
出
し
て

「
不
弥
国
」
を
樹
立
。

■

「倭
奴
国
」
は
筑
紫
野
市
へ
逃
げ
る
。

■

「倭
奴
国
」
は
金
印
を
志
賀
島
に
埋
め
る
。

国
　
「伊
都
国
王
権
」
の
樹
立

○
伊
都
国
に
は

「
王
」
が
い
る
。
（図
９
）

「対
海
国

。
一
大
国

。
（末
慮
国
）
。
奴
国

。
不
爾
国
」
に
は

「王
」

は
居
な
い
。
副
官
は
皆

「卑
奴
母
離

（ひ
な
も
り
）
」
で
統

一
さ
れ

て
い
る
。

副
官

「卑
奴
母
離
」
は

「伊
都
国
」
が
派
遣
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
「伊
都
国
王
権
」
が
支
配
下
の
国
々
を
監
視
す
る
た
め
に

「卑

奴
母
離
」
を
派
遣
し
て
い
る
。

□

「
７０
年
～
８０
年
」
頃
に
は

「伊
都
国
」
は

「対
海
国

。
一
大
国

。

（末
慮
国
）
。
奴
国

・
不
爾
国
」
を
支
配
し
て

「伊
都
国
王
権
」

を
樹
立
す
る
。

図
９
　
伊
都
国
王
権

伊都国  (王 )

副官

|   |   |
対海国 一大国  末慮国

(卑奴母離)(卑奴母離)

|   |
奴国   不爾国
(卑奴母離)(卑奴母離)

図9 伊部国王権
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第
４
章
　
「倭
人

（卑
弥
氏
）」

「倭
人

（卑
弥
氏
）」

０
　
黄
河
下
流
域
の

「倭
」

「前
４
７
３
年
」
の

「呉
越
の
戦
い
」
で
呉
は
滅
び
る
。

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
も

「呉
地
方
」
か
ら
北
へ
逃
げ
て
、
黄
河
下

流
域
に

「倭
国
」
を
建
国
す
る
。

蓋
国
在
鍾
燕
南
倭
北
倭
属
燕
　
　
　
　
『山
海
経
』
海
内
北
経

（訳
）
蓋
国
は
鍾
燕
の
南
、
倭
の
北
に
在
り
。
倭
は
燕
に
属
す
。

「鍾
燕
」
と
は

「燕
」
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
燕
は
北
京

市
の
近
く
の

「莉

（け
い
）
」
に
あ
っ
た
。

「倭

（国
）
」
を
称
す
る
の
は

「倭
人
」
の
中
で
も

「倭
人

（卑
弥

氏
）
」
で
あ
る
。

０
　
大
凌
河
上
流
の

「倭
城
」
（佃
説
）

「前
３
０
０
年
」
頃
、
「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
は
黄
河
下
流
域
か
ら

大
凌
河
の
上
流

へ
移
り
、
「倭
城
」
を
建
国
す
る
。

図
１０
　
大
凌
河
上
流
の
自
狼
水
と
倭
城

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
の
移
動

「前
２
２
０
年
」
頃
、
倭
城
か
ら

一
部
が
大
凌
河
を
下
る

そ
の
最
も
顕
著
な
る
者
が
安
見
辰
法
氏
で
あ
る
。
本

（も
と
）

東
表
の
牟
須
氏
の
出
で
あ
り
、
殷
と
姻
を
な
す
。
国
を
責
蒲
辰

法
氏
に
譲
る
。
責
爾
氏
が
立

っ
て
未
だ
日
が
経
た
な
い
う
ち
に

漢
が
攻
め
て
き
て
、
方

（ま
さ
）
に
薄

（せ
ま
）
り
、
そ
の
先

朔
巫
達
に
入
る
。
こ
れ
を
撃
退
す
。
　

　

　

　

『契
丹
古
伝
』

□

「前
２
２
０
年
」
頃
、
「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
の

一
部
は
大
凌
河

下
流
域
に
来
て
、
「倭
人

（天
氏
）
」
か
ら
国
を
譲

っ
て
も
ら
う
。

０
　
「前
∞
年
」
頃
、
朝
鮮
半
島
南
部
へ
移
り
、
「倭
国
」
を
建
国

（佃
説
）

韓
在
帯
方
之
南
。
東
西
以
海
為
限
。
南
典
倭
接
。
方
可
四
千
里
。

『三
国
志
』
韓
伝

（訳
）
韓
は
帯
方
郡
の
南
に
在
り
、
東
西
は
海
を
以
て
限
り
と

為
す
。
南
は
倭
と
接
す
。
方
四
千
里
ば
か
り
。

(1) 2
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□

「前
５０
年
」
頃
、
「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
の

一
部
が
朝
鮮
半
島
南

部
に

「倭
国
」
を
建
国
す
る
。

０
　
倭
国
王
帥
升
の
朝
貢

「
１
０
７
年
」
に

「倭
国
王
帥
升
等
」
は
後
漢
王
朝

へ
朝
貢
す
る
。

安
帝
永
初
元
年
、
倭
国
王
帥
升
等
献
生
回
百
六
十
人
、
願
請
見
。

『後
漢
書
』
倭
伝

（訳
）
安
帝
の
永
初
元
年

（１
０
７
年
）
、
倭
国
王
帥
升
等
は

生
回
百
六
十
人
を
献
じ
て
、
請
見
を
願
う
。

□

「
１
０
７
年
」
に
後
漢
王
朝
に
朝
貢
し
た

「倭
国
王
帥
升
」
は

朝
鮮
半
島
南
部
の

「倭
国
」
の
王
で
あ
る
。

■

「倭
国
」
は

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
の
国
で
あ
る
。

■

「倭
国
王
帥
升
」
は

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
で
あ
る
。
（佃
説
）

第
５
章
　
卑
弥
呼

「
１
６
０
年
～
１
８
０
年
」
頃
の
朝
鮮
半
島

「桓
帝
、
霊
帝
」
の
末
の
朝
鮮
半
島

桓
霊
之
末
、
韓
減
彊
盛
、
郡
縣
不
能
制
。
民
多
流
入
韓
国
。
建

安
中
、
公
孫
康
分
屯
有
縣
以
南
荒
地
為
帯
方
郡
。
遣
公
孫
模

・

張
敵
等
、
収
集
遺
民
、
興
兵
伐
韓
減
。
是
後
倭
韓
遂
属
帯
方
。

『三
国
志
』
韓
伝

（訳
）
桓
帝
と
霊
帝
の
末
に
韓
と
減
は
彊
く
盛
ん
に
な
り
、
楽

浪
郡
や
そ
の
縣
は
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
民
は
多
く

韓
国
に
流
入
す
る
。
建
安
中
に
な
る
と
、
公
孫
康
は
屯
有
縣
を

分
け
て
南
の
荒
地
を
以
て
帯
方
郡
と
為
す
。
公
孫
模

・
張
倣
等

を
遣
わ
し
、
遺
民
を
収
集
し
て
、
兵
を
興
し
韓
と
減
を
伐
つ
。

是
の
後
、
倭
と
韓
は
遂
い
に
帯
方

（郡
）
に
属
す
。

□

「桓
帝
と
霊
帝
の
末

（１
６
０
年
頃
、
１
８
０
年
頃
）
」
に

「韓
」

と

「減
」
は
朝
鮮
半
島
内
を
侵
略
す
る
。

例
　
日
本
列
島
へ
逃
げ
る

（佃
税
）

■

「減
」
に
侵
略
さ
れ
た
人
々
は
朝
鮮
半
島
の
東
海
岸
を
南
下

し
て
日
本
列
島
に
逃
げ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
山
陰
地

(1) 1
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方
か
ら
北
陸
地
方
に

「
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
」
を
造
る
。

■

「韓
」
に
侵
略
さ
れ
た
人
々
は
瀬
戸
内
海
に
入
り
、
岡
山
県

に

「楯
築
墳
丘
墓
」
を
造
る
。

２
　
「古
墳
時
代
」
の
始
ま
り

０
　
公
孫
氏
と
倭
国

「建
安
中

（２
０
４
年
～
２
１
９
年
）
」
に
公
孫
康
は

「帯
方
郡
」

を
設
置
し
、
朝
鮮
半
島
内
を
荒
ら
し
回
る
韓
と
減
を
伐

つ
。
「倭
」

と

「韓
」
は
帯
方
郡
に
属
し
た
と
い
う
。

□

「建
安
中

（２
０
４
年
～
２
１
９
年
）
」
ま
で

「倭
国
」
は
朝

鮮
半
島
南
部
に
あ
る
。

（佃
説
）

０
　
古
墳
時
代
の
始
ま
り

「
２
０
４
年
」
以
降
に
公
孫
康
は

「韓
、
倭
、
減
」
を
伐

つ
。

朝
鮮
半
島
か
ら
大
量
の
人
々
が
日
本
列
島
に
逃
げ
て
来
る
。
人
々

は
新
し
い
文
化
を
日
本
列
島
に
も
た
ら
す
。

□
日
本
列
島
は

「弥
生
時
代
」
か
ら

「古
墳
時
代
」
に
な
る
。

０
　
経
向
遺
跡
の
誕
生

（佃
税
）

朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
々
の

一
部
は
大
和
に

「纏
向

王
権
」
を
樹
立
す
る

（７６
号
、

７８
号
）。

□
「纏
向
王
権
」
の
樹
立
は
「
２
０
４
年
」
の
直
後
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

３
　
「倭
国
」
と
伊
都
国
王
朝
の
戦
い

０
　
「２
２
０
年
～
２
３
０
年
」
頃
、
「倭
国
」
は
北
部
九
州
ヘ

公
孫
氏

の
支
配
は
厳
し
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
２
２
０
年
～

２
３
０
年
」
頃
、
「倭
国
」
は
北
部
九
州

へ
逃
げ
る
。

０
　
小
郡
市

・
筑
紫
野
市
に
住
み
着
く

筑
紫
野
市
に
は

「倭
奴
国
」
が
あ

っ
た
。

「倭
奴
国
」
は
追
わ
れ
て
、
朝
倉
市

へ
逃
げ
る
。

同
　
「倭
国
乱
」
と

「相
攻
伐
歴
年
」
（佃
説
）

「倭
国
」
は
乱
れ
る
。

其
国
本
亦
以
男
子
為
王
。
住
七
八
十
年
、
倭
国
乱
。
相
攻
伐
歴

年
、
乃
共
立

一
女
子
為
王
。
名
日
卑
弥
呼
。

『三
国
志
』
倭
人
伝

（訳
）
其
の
国
は
本

（も
と
）
亦
男
子
を
以
て
王
と
為
す
。
と

ど
ま
る
こ
と
七
八
十
年
、
倭
国
乱
れ
る
。
相
攻
伐
歴
年
、
乃
ち

一
女
子
を
共
立
し
て
王
と
為
す
。
名
を
卑
弥
呼
と
い
う
。
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（注
）
「倭
国
乱
。
」
で
句
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
章
は
終
わ
る
。
従

来
は

「読
点
」
に
し
て

「倭
国
乱
れ
、
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

○
正
し
い
解
釈

■

「倭
国
乱
」
は

「霊
帝
の
末

（１
８
０
年
）
」
頃

の

「朝
鮮

半
島
南
部
の
倭
国
」
で
あ
る
。

■

「相
攻
伐
歴
年
」
の
結
果
、
「卑
弥
呼
」
は

「
北
部
九
州
」

で

「女
王
」
に
な
る
。

「其
の
国
は
本

（も
と
）
亦
男
子
を
以
て
王
と
為
す
」
は

「
１
０
７

年
」
に
後
漢
王
朝

へ
朝
貢
し
た

「倭
国
王
帥
升
」
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら

「七
八
十
年
後
に
倭
国
乱
れ
る
。
」
で
あ
る
。
丁
度

「霊
帝
の
末

（１
８
０
年
）
」
に
な
る
。

「相
攻
伐
歴
年
」
の
結
果
、
「卑
弥
呼
」
は

「
北
部
九
州
」
で

「女

王
」
に
な
り
、
「
２
３
８
年
」
に
魏

へ
朝
貢
し
て

「親
魏
倭
王
」
に

な
る
。

０
　
「卑
弥
呼
」
は
武
将

「相
攻
伐
歴
年
」
の
結
果
、
「卑
弥
呼
」
は

「女
王
」
に
な
る
。

「長
年
」
戦

っ
て
い
る
の
に
何
故
、
男
子
が

「王
」
に
な

っ
て
い

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「卑
弥
呼
」
の
方
が
男
性
達
よ
り
も
戦
い
に
貢
献
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

□

「卑
弥
呼
」
は
男
性
以
上
の
戦
い
を
し
て
い
る
。

■
卑
弥
呼
は
先
頭
に
立

っ
て
戦

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

■

「卑
弥
呼
」
は
武
将
で
あ
る
。

同
　
日
本
列
島
の

「倭
国
」

「卑
弥
呼
」
は

「親
魏
倭
王
」
に
な
る
。
「倭
国
の
王

（倭
王
）
」

で
あ
る
。

□
日
本
列
島
に
初
め
て

「倭
国
」
が
誕
生
す
る
。

■

「後
漢
時
代
」
の

「倭
国
」
は
朝
鮮
半
島
に
あ

っ
た
。
そ
の

後

「倭
国
」
は
朝
鮮
半
島
か
ら

「北
部
九
州
」
に
移

っ
た
と

言
え
る
。

ｎ
　
「卑
弥
呼
」
と
は

「卑
弥
呼
」
は
朝
鮮
半
島
の

「卑
弥
国
」
の
出
自
で
あ
る
。
（倭
国

の
中
に
卑
弥
国
が
あ
る
）

■

「卑
弥
呼
」
と
は

「倭
人

（卑
弥
氏
）」
で
、
名
を

「呼
」

とヽ
い
つヽ
。

■
あ
る
い
は

「卑
弥
国
」
の
出
自
で
、
名
を

「呼
」
と
い
う
。

□

「
２
２
０
年
～
２
３
０
年
」
頃
に
朝
鮮
半
島
南
部
の

「倭
国
」

は

「北
部
九
州
」
に
移
動
す
る
。
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０
　
「伊
都
国
王
朝
」
と

「倭
国
」
の
戦
い

（佃
脱
）

「相
攻
伐
歴
年
」
は
朝
鮮
半
島
か
ら
逃
げ
て
き
た

「倭
国
」
と

「伊

都
国
王
朝
」
の
戦
い
で
あ
る
。

図
11

伊
都
国
王
権
と
倭
国

そ
の
結
果

「倭
国
」
は

「
２
３
８
年
」
に
魏

へ
朝
貢
し
て

「親
魏

倭
王
」
に
な

っ
て
い
る
。
「倭
国
」
が
勝
利
し
て
い
る
。

０
　
「倭
国
」
に
よ
る
支
配

勝
利
し
た

「卑
弥
呼
」
は

「伊
都
国
王
権
」
に

「
一
大
率
」
を
派

遣
す
る
。

自
女
王
国
以
北
、
特
置

一
大
率
、
検
察
諸
国
。
諸
国
畏
憚
之
。

常
治
伊
都
国
。
於
国
中
有
如
刺
史
。
　

　

『三
国
志
』
倭
人
伝

（訳
）
女
王
国
よ
り
以
北
に
は
特
に

一
大
率
を
置
き
諸
国
を
検

察
す
。
諸
国
は
之
を
畏
憚
す
。
常
に
伊
都
国
に
治
す
。
国

（中

国
）
の
中
に
於
け
る
刺
史
の
よ
う
で
あ
る
。

「女
王
国
よ
り
以
北
の
国
々
」
と
は

「伊
都
国
王
権
」
の

「対
海

国

。
一
大
国

。
末
慮
国

。
伊
都
国

。
奴
国

・
不
爾
国
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「女
王
国

（邪
馬
萱
国
）
」
は
こ
れ
ら
の
国
々
の
南
に

あ
る
。

□

「邪
馬
萱
国
」
は

「筑
紫
野
市

。
小
郡
市
」
に
あ
る
。

「
一
大
率
」
を
派
遣
し
て
い
る
の
は
敗
れ
た
敵
国

（伊
都
国
王
権
）

が

「反
乱
」
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

４
　
「倭
国
」
と
狗
奴
国
の
戦
い

ｍ
　
倭
国
の
苦
戦

「
２
４
７
年
」
に
卑
弥
呼
は
魏

へ
狗
奴
国
と
の
戦

い
を
報
告
し
て

い
る
。其

八
年
、
倭
女
王
卑
弥
呼
典
狗
奴
国
男
王
卑
弥
弓
呼
素
不
和
。

遣
倭
載
斯
鳥
越
等
、
詣
郡
説
相
攻
撃
状
。
遣
塞
曹
株
史
張
政
等
、

因
齋
詔
書
黄
瞳
、
拝
仮
難
升
米
、
為
檄
告
諭
之
。

『三
国
志
』
倭
人
伝

（訳
）
其
八
年

（正
始
八
年

（２
４
７
年
）
）
、
倭
の
女
王
卑
弥

呼
は
狗
奴
国
の
男
王
卑
弥
弓
呼
と
素
よ
り
不
和
。
倭
の
載
斯
鳥

越
等
を
遣
わ
し
て
郡
に
詣
り
、
相
攻
撃
の
状
を
説
明
す
る
。
塞

曹
株
史
の
張
政
等
を
遣
わ
し
て
、
因
り
て
齋

（持

っ
て
き
た
）

詔
書
と
黄
瞳
を
難
升
米
に
拝
仮
し
、
檄

（木
に
書
い
た
ふ
み
ふ

だ
）
と
為
し
、
之
を
告
諭
す
。

-59-



玄  界

ル
● 0

働

川

図11 伊都国王権 と倭国 (邪馬壺国)、 狗奴国の位置

不爾国伊 都

狗奴

-60-



「狗
奴
国
」
と
あ
る
が

「倭
奴
国
」
で
あ
ろ
う
。
「狗
奴
国
の
男
王

卑
弥
弓
呼
と
素
よ
り
不
和
」
と
あ
る
。
「卑
弥
弓
呼
」
と
は

「卑
弥

氏
」
で
名
を

「弓
呼
」
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「狗
奴
国
」
は

「卑

弥
氏
」
で
あ
り
、
「倭
奴
国
」
で
あ
る
証
拠
で
あ
る
。

卑
弥
呼
は
戦
う
相
手
を
同
族
と
は
思
い
た
く
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
に

「倭
奴
国
」
を

「狗
奴
国
」
と
し
て
魏
へ
報
告
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

魏
は
卑
弥
呼
の
報
告
通
り
に

「狗
奴
国
」
と
し
て
い
る
。
『三
国

志
』
「倭
人
伝
」
は
す
べ
て

「狗
奴
国
」
で
あ
る
。
卑
弥
呼
の
戦
略

が
功
を
奏
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
奴
国
」
は
卑
弥
呼
の
朝
貢
に
よ
り

「狗
奴
国
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。
（佃
説
）

０
　
卑
弥
呼
の
戦
死

魏
は

「張
政
」
を
倭
国
へ
派
遣
す
る
。
「張
政
」
は

「
２
４
７
年
」

に
来
て
、
帰
国
す
る
の
は

「
２
６
６
年
」
で
あ
る
。
「張
政
」
は

「約

２０
年
間
」
も

「倭
国
」
に
居
て
、
「狗
奴
国
」
と
の
戦
い
を
支
援
し

て
い
る
。

卑
弥
呼
以
死
。
大
作
家
。
径
百
余
歩
。
殉
葬
者
奴
婢
百
余
人
。

「三
国
志
』
倭
人
伝

「
２
４
７
年
」
に

「狗
奴
国
」
と
の
戦
い
を
報
告
し
た
直
後
に

「
以

死
」
と
あ
る
か
ら

「卑
弥
呼
」
は

「狗
奴
国
」
と
の
戦

い
で
戦
死
し

て
い
る
。

□

「
２
４
７
年
」
の
魏

へ
の
報
告
の
後

「卑
弥
呼
」
は

「狗
奴
国
」

と
の
戦
い
で
戦
死
す
る
。
（佃
説
）

■

「卑
弥
呼
」
は

「王
」
に
な
っ
て
も
先
頭
に
立

っ
て
戦

っ
て

い
る
。

■

「卑
弥
呼
」
は
や
は
り
武
将
で
あ
る
。

同
　
そ
の
後
の

「倭
国
」

「卑
弥
呼
」
の
死
後
、
「倭
国
」
は
混
乱
す
る
。

卑
弥
呼
以
死
。
大
作
家
。
径
百
余
歩
。
殉
葬
者
奴
婢
百
余
人
。

更
立
男
王
、
国
中
不
服
。
更
相
誅
殺
。
営
時
殺
千
余
人
。
復
立

卑
弥
呼
宗
女
萱
典
、
年
十
三
為
王
。
国
中
遂
定
。

『三
国
志
』
倭
人
伝

（訳
）
卑
弥
呼
は
以
て
死
す
。
大
い
に
家
を
作
る
。
径
百
余
歩
。

殉
葬
者
は
奴
婢
百
余
人
。
更
に
男
王
を
立
て
る
が
、
国
中
不
服
。

更
に
相
い
誅
殺
す
。
時
に
営
り
て
千
余
人
を
殺
す
。
復
た
卑
弥

呼
の
宗
女
萱
典
、
年
十
三
を
立
て
て
王
と
為
す
。
国
中
遂
に
定

ま
る
。

卑
弥
呼
の
死
後
、
「男
性
の
王
」
が
立

つ
が
、
「国
中
不
服
」
と
あ

り
、
「更
相
誅
殺
。
」
と
あ
る
。
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「相
誅
殺
」
と
は

「
お
互
い
に
相
手
が
悪
い
と
し
て
殺
害
す
る
こ

と
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「伊
都
国
王
権
」
と

「倭
国
」
の
戦
い
で

あ
ろ
う
。
伊
都
国
王
権
は
北
部
九
州
を
支
配
し
て
い
た
。
自
分
の
方

が

「正
当
な
王
権
」
で
あ
る
と
し
て

「卑
弥
呼
が
死
去
し
た
」
の
で
、

復
活
を
か
け
て
再
度
戦
い
を
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も

「卑
弥
呼
」
は
戦
術
に
た
け
た
武
将
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
「卑
弥
呼
」
が
生
存
し
て
い
る
と
き
は

「伊
都
国
」
は
戦

っ

て
い
な
い
。
戦
ら
て
も
負
け
る
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

卑
弥
呼
が
死
去
す
る
と
チ
ヤ
ン
ス
到
来
と
し
て
再
び
戦

っ
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど

「卑
弥
呼
」
は

「戦
術
」
に
長
け
た
武
将
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

「伊
都
国
」
は
邪
馬
萱
国
と
再
度
戦
う
が
再
び
敗
れ
る
。
「伊
都
国
」

は
国
を
捨
て
て
東
へ
逃
げ
る
。
「神
武
東
征
（逃
亡
）」
で
あ
る
。
（佃
説
）

□

「神
武
東
征

（逃
亡
）
」
の
時
期
は

「
２
５
４
年
～
２
６
５
年
」

頃
で
あ
る

（復
元
③
、
Ａ
本
）。
（佃
説
）

５
　
「倭
国
」
の
減
亡

０
　
「２
６
５
年
」
に

「魏
」
か
ら

「晋
」
ヘ

「
２
６
６
年
」
に

「壼
典
」
は

「晋
」
へ
朝
貢
す
る
。
そ
の
時

「張

政
」
は
帰
国
す
る
。

萱
興
遣
倭
大
夫
率
善
中
郎
将
液
邪
狗
等
二
十
人
、
送

（張
）
政

等
還
。
因
詣
墓
献
上
男
女
生
回
三
十
人
。
貢
白
珠
五
千
孔
、
青

大
句
珠
二
枚
、
異
文
雑
錦
二
十
匹
。
　

　

『三
国
志
』
倭
人
伝

（訳
）
一豆
典
は
倭
の
大
夫
率
善
中
郎
将
液
邪
狗
等
二
十
人
を
遣

わ
し
、
（張
）
政
等
が
還
る
の
を
送
る
。
因
り
て
墓

（洛
陽
）

に
詣
り
、
男
女
生
口
三
十
人
を
献
上
す
る
。
ま
た
自
珠
五
千
孔
、

青
大
句
珠
二
枚
、
異
文
雑
錦
二
十
匹
を
貢
ぐ
。

こ
こ
で

『三
国
志
』
「
倭
人
伝
」
は
終
わ
る
。

そ
の
後
は

「倭
国
」
も
、
「豊
奥
」
も
中
国
の
史
書
に
は
出
て
こ

な
い
。

０
　
「倭
国
」
は
廃
墟

『契
丹
古
伝
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

洲
鮮
記
日
、
乃
云
、
訪
干
辰
之
墟
、
郷
彼
逸
豫
墓
米
典
民
率
為

末
合
。
空
山
鵬
叫
、
風
江
星
冷
。
駕
言
覧
乎
。
其
東
藩
封
焉
。

彼
丘
不
知
、
是
誰
行
。
無
弔
人
。
秦
城
寂
存
。
嗜
辰
法
氏
殷
、

今
将
安
在
。
茫
茫
萬
古
、
詞
綾
之
感
、有
座
侯
員
人
之
興
而
已
臭
。

『契
丹
古
伝
』

（訳
）
『洲
鮮
記
』
に
曰
く
、
乃
ち
云
う
、
辰
之
墟
を
訪
ね
る

に
、
郷

（だ
＝
な
ま
め
か
し
く
美
し
い
）
彼
の
逸
豫

・
蔓
米
は

民
と
率
い
て
末
合
と
な
る
。
空
山
に
鵬

（ほ
と
と
ぎ
す
）
は
叫
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び
、
風
や
江

（川
）
や
星
は
冷

（
つ
め
た
）
い
。
駕
言
覧
乎
。

其
東
藩
封
焉
。
彼
の
丘
は
是
れ
誰
が
行
く
か
を
知
ら
ず
。
弔
人

無
し
。
秦
の
城
は
寂
し
く
存
す
。
嘔

（あ
あ
）
辰
法
氏
殷
、
今

将
に
安

（
い
づ
く
に
）
か
在
る
。
茫
茫

（ぼ
う
ぼ
う
）
た
る
萬

古
、
詞
綾
之
感
。
座
し
て
員
人
の
興
る
を
侯

（ま
）
つ
有
る
已

（
の
み
）
臭
。

「辰
之
墟
」
と
あ
る
。
「卑
弥
氏
」
は

「責
蒲
辰
法
氏
」
で
あ
る
。

「倭
国
の
墟

（廃
墟
）」
で
あ
ろ
う
。
「逸
豫

（
い
つ
よ
）
」
は

「萱

典

（
い
つ
よ
）
」
で
あ
ろ
う
。
「萱
典

（逸
豫
）
と
墓
米
」
は

「
民
と

率
い
て
末
合
と
な
る
」
と
あ
る
。
「女
王
萱
典
」
は
国
を
捨
て
て
逃

げ
出
し
て
い
る
。
「倭
国
」
の
地
は
廃
墟
に
な

っ
て
い
る
。

□
卑
弥
呼
の

「倭
国
」
は
滅
び
る
。

第
６
章
　
神
功
皇
后

多
羅
氏
に
よ
る

「貴
国
」
の
建
国

は

「狗
奴
国
」
で
あ
ろ
う
。
「狗
奴

（く
な
）
」
が

「熊

（隈
）
（く

ま
）
」
に
な
り
、
「熊
襲
」
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「狗
奴
国
」
は

「倭
国
」
と
の
戦
い
に
勝
利
し
て
、
「倭
国
」
を
追

い
出
し
て
い
る
。

□
北
部
九
州
は

「狗
奴
国

（熊
襲
）
」
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。

０
　
仲
哀
天
皇
と
熊
襲
の
戦
い

仲
哀
天
皇

（足
仲
彦
天
皇
）
は
中
国
の
東
北
地
方
か
ら
渡
来
し
て

「橿
日
宮
」
に
来
る
。
こ
こ
で
熊
襲
と
戦
い
戦
死
す
る
。

■

（仲
哀
）
八
年
正
月
、
難
縣

（な
の
あ
が
た
）
に
到
る
。
因

り
て
橿
日
宮
に
居
す
。

■
九
月
、
群
臣
に
詔
し
て
熊
襲
を
討
つ
こ
と
を
議

（は
か
）
る
。

（中
略
）

■
天
皇
、
猶
信
じ
ず
に
強
引
に
熊
襲
を
撃
つ
。
勝
た
ず
に
還
る
。

■
九
年
二
月
、
天
皇
、
忽
ち
痛
身
有
り
。
明
日
、
崩
ず
。

一
に
云
う
、
天
皇
、
親

（み
ず
か
）
ら
熊
襲
を
伐
ち
、
賊
の
矢

に
中
り
崩
ず
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「日
本
書
紀
』

『古
事
記
」
に

「仲
哀
天
皇
」
の

「崩
年
干
支
」
が
あ
る
。
「壬
戌

年

（３
６
２
年
）
６
月
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に

「干
支
」
を
使

っ

て
記
録
し
て
い
る
の
は
中
国
で
あ
る
。

「仲
哀
天
皇
」
も
中
国
か
ら
の

「渡
来
人
」
で
あ
る
。

ｍ
　
熊
襲

「
４
世
紀
」
に
な
る
と
北
部
九
州
に
は

「熊
襲
」
が
居
る
。
「熊
襲
」
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□

「仲
哀
天
皇
」
は

「
３
６
２
年
６
月
」
に
熊
襲
と
戦
い
戦
死
す
る
。

■

『古
事
記
』
に

「崩
年
干
支
」
の
あ
る
３
番
目
の
天
皇
で
あ
る
。

０
　
神
功
皇
后
の
熊
襲
征
伐

（『日
本
書
紀
』
）

「仲
哀
天
皇

（足
仲
彦
天
皇
）
」
の
後
を
継
い
だ
の
が

「神
功
皇
后
」

で
あ
る
。
「神
功
皇
后
」
は

『日
本
書
紀
』
で
は

「気
長
足
姫
尊
」

で
あ
り
、
『古
事
記
』
で
は

「息
長
帯
日
売
命
」
で
あ
る
。
「足
＝
帯

（た
ら
し
）
」
は

「多
羅
の
」
で
あ
る
。
「仲
哀
天
皇
」
も

「神
功
皇

后
」
も

「多
羅
氏
」
で
あ
る
。
中
国
か
ら
の
渡
来
人
で
あ
る
。

神
功
皇
后
は

「橿
日
宮

（香
椎
宮
）
」
を
出
発
し
て
、
「御
笠
」
「安

（夜
須
）
」
を
通
り
、
「築
後
の
山
門
」
へ
行
き
、
そ
こ
か
ら
引
き
返

し
て

「
（肥
前
の
）
松
浦
縣
に
到
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
神
功
皇
后

の

「熊
襲
征
伐
」
で
あ
る
。

図
１２
　
熊
襲
征
伐
ル
ー
ト

（復
元
④
、
Ａ
本
）

２
　
「責
国
」
の
樹
立

０
　
日
本
国
民
は

「貴
国
」
を
知
ら
な
い

国
民
は

「貴
国
」
を
知
ら
な

い
。
「歴
史
学
者
」
が
知
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し

「貴
国
」
は

『日
本
書
紀
』
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
が
歴
史
学
者
は

「貴
国
」
を
百
済
が

「
日
本

（倭
王
権
）
」

を

「貴
い
貴
方
の
国
」
（二
人
称
）
と
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

「日
本
書
紀
』
に

「貴
国
」
は
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

（神
功
）
四
十
六
年
三
月
、
斯
摩
宿
爾

（し
ま
の
す
く
ね
）
を

卓
淳
国
に
遣
わ
す
。
是
に
卓
淳
王
末
錦
早
岐
（ま
き
む
か
ん
き
）

は
斯
摩
宿
爾
に
告
げ
て
曰
く
、
「甲
子
年
七
月
、
百
済
人
久

氏

・
蒲
州
流

・
莫
古
三
人
、
我
が
国
に
到
り
て
曰
く
、
『百
済

王
、
東
方
に
日
本
貴
国
有
り
と
聞
く
。
而
し
て
臣
等
を
遣
わ
し
、

そ
の
貴
国
に
朝

（も
う
）
で
し
む
。
故
、
道
路
を
求
め
て
斯
土

（こ
の
地
）
に
至
る
。
も
し
能

（よ
）
く
臣
等
に
教
え
て
、
道

路
を
通
わ
し
め
ば
我
が
王
は
必
ず
深
く
君
王
を
徳
せ
む
』
と
い

う
。
時
に
久
氏
等
に
謂
い
て
曰
く
、
『本

（も
と
）
よ
り
東
に

貴
国
有
り
と
聞
く
。
然
る
に
未
だ
通
う
こ
と
有
ら
ざ
れ
ば
そ
の

道
を
知
ら
ず
。
た
だ
海
遠
く
浪
瞼
し
。
則
ち
大
船
に
乗
り
、
わ

ず
か
に
通
う
を
得
る
べ
し
。
（後
略
）」
と
い
う
。

『日
本
書
紀
』

「
３
６
６
年
」
に
神
功
皇
后
は
斯
摩
宿
爾

（し
ま
の
す
く
ね
）
を

朝
鮮
半
島
の
卓
淳
国
に
遣
わ
す
。
卓
淳
国
の
王
は
「甲
子
年
（３
６
４

年
）
」
に
百
済
か
ら
使
者
が
来
て

「東
方
に
日
本
貴
国
が
あ
る
と
聞

く
。
そ
こ
へ
行
く
道
を
教
え
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
我
々

も
未
だ
行

っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
道
を
知
ら
な
い
と
答
え
た
と
い
う
。

「卓
淳
国
」
は
朝
鮮
半
島
の
南
端
に
あ
る
国
で
あ
る
。

「百
済
の
使
者
」
は

「卓
淳
国
の
王
」
に

「東
方
に
日
本
の
貴
国
」
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が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
人
の
会
話
の
中
に

「貴
国
」
が
出
て
く

る
。
「貴
国
」
は
三
人
称
で
あ
る
。

□

「
３
６
４
年
」
に
は

「貴
国
」
は
存
在
し
て
い
る
。

０
　
「貴
国
」
の
樹
立

（佃
説
）

「熊
襲
征
伐
ル
ー
ト
」
の
範
囲
が

「貴
国
」
の
領
域
で
あ
る
。
「貴

国
」
は

「筑
前
」
と

「
肥
前
」
で
あ
る
。

□

「貴
国
」
の
樹
立
　
　
３
６
４
年

■
貴
国
の
範
囲
　
　
筑
前
と
肥
前

■
貴
国
の
天
皇
の
本
拠
地
　
肥
前

（４９
号
、

５５
号
じ

同
　
熊
襲
征
伐
と

「神
功
皇
后
の
父
」

「神
功
皇
后
」
の
父
は

「気
長
宿
謂
王
」
で
あ
る
。

気
長
足
姫
尊

（神
功
皇
后
）
は
稚
日
本
根
子
彦
大
日
日
天
皇

（開

化
天
皇
）
の
曾
孫
、
気
長
宿
爾
王
の
女
な
り
。

『日
本
書
紀
』

（注
記
）
「気
長
宿
祠
王
」
は

「開
化
天
皇
の
曾
孫
」
と
あ
る
。
「気

長
宿
爾
王
」
が
渡
来
人
で
あ
る
か
ら

「万
世

一
系
」
に
す
る
た
め
に

架
空
の

「開
化
天
皇
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

「宿
爾

（す
く
ね
）
」
は
貴
国
の
称
号
で
あ
る
。

「気
長
宿
爾
王
」
は
貴
国
の
天
皇
か
ら

「筑
前
」
を
賜
り
、
「宿
祠

王
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
の
が

「神

功
皇
后
」
で
あ
る
。

『古
事
記
』
に
は
神
功
皇
后
の
熊
襲
征
伐
は
無
い
。
お
そ
ら
く

「神

功
皇
后
の
父
」
が
熊
襲
征
伐
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「熊
襲

征
伐
」
で
手
柄
を
立
て
た
の
で
筑
前

の
地
を
賜
り
、
「王
」
に
な

っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
神
功
皇
后
は
熊
襲
征
伐
を
し
て
い
な

い
。

（佃
説
）

ｎ
　
貴
国
と
宿
欄

貴
国
は
樹
立
し
て

「
３０
年
後
」
に
は
百
済
よ
り
も
強
国
に
な
る
。

（応
神
）
三
年
共
３
９
２
年
）
、
是
歳
、
百
済
の
辰
斯
王
立
ち

て
貴
国
の
天
皇
に
礼
を
失
す
。
故
、
紀
角
宿
祠

。
羽
田
矢
代
宿

祠

・
石
川
宿
綱

。
木
菟
宿
謂
を
遣
わ
し
、
其
の
礼
な
き
状
を
噴

譲

（せ
）
め
る
。
是
に
よ
り
百
済
国
は
辰
斯
王
を
殺
し
て
謝
す
。

紀
角
宿
爾
等
は
阿
花
王
を
立
て
王
と
為
し
帰
る
。
『日
本
書
紀
』

「百
済
国
は
辰
斯
王
を
殺
し
て
謝
す
」
と
あ
る
。
「
３
９
２
年
」
に

は

「貴
国
」
は
百
済
国
よ
り
も
強
い
大
国
に
な
っ
て
い
る
。

「貴
国
」
に
は

「
天
皇
」
が
居
り
、
そ
の
下
に

「宿
謂
」
が
居
る

こ
と
が
わ
か
る
。
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□

「貴
国
」
と
は

■
中
国
東
北
地
方
か
ら

「多
羅
氏
」
が
渡
来
し
て

「熊
襲
征
伐
」

を
し
て

「貴
国
」
を
樹
立
す
る
。

■
貴
国
の
樹
立
　
　
　
３
６
４
年

■
貴
国
の
領
域
　
　
　
筑
前
と
肥
前

■
貴
国
の
天
皇
　
　
　
本
拠
地
は
肥
前

■
筑
前
の
王
　
　
　
　
気
長
宿
謂
王
↓
神
功
皇
后

同
　
神
功
皇
后
の
逃
亡

（３
７
２
年
こ
ろ
）

（佃
説
）

「神
功
皇
后
」
は
父
の
後
を
継
ぎ

「筑
紫
王
」
に
な
る
。
と
こ
ろ

が

「
３
７
２
年
」
頃
、
武
内
宿
蒲
に
追
い
出
さ
れ
て
奈
良
県
奈
良
市

佐
紀
町
に
来
る
。

「崇
神
王
権
」
を
伐
ち
、
「奈
良
県
北
部
」
を
支
配
す
る
。

（神
功
）
六
十
九
年

（３
８
９
年
）
十
月
、
（神
功
皇
后
を
）

狭
城

（さ
き
）
盾
列
陵
に
葬
す
。
是
の
日
、
皇
太
后
を
追
い
尊

び
て
気
長
足
姫
尊
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
「日
本
書
紀
』

「狭
城

（さ
き
）
盾
列
陵
」
は
奈
良
県
奈
良
市
佐
紀
町
の

「佐
紀

盾
列
古
墳
群
」
で
あ
る
。

「神
功
皇
后
」
の
墓
は

「
五
社
神
古
墳
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
丘

の
上
に
あ
る

「佐
紀
盾
列
古
墳
群
」
の
中
で
は
最
大
の
古
墳
で
あ
る
。
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史
」
（概
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収
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史
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史
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史
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②

。
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提
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③
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「
日
本
の
古
代
史
」
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）』
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収
録
）
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号
、
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、
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号
、

５９
号
、
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、
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、
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、
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号
、
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０
、
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②
、

７０
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０
、

７０
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②
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○
佃
　
収
　
著

。
古
代
史
の
復
元
①

。
古
代
史
の
復
元
②

・
古
代
史
の
復
元
③

。
古
代
史
の
復
元
④

・
古
代
史
の
復
元
⑤

。
古
代
史
の
復
元
⑥

・
古
代
史
の
復
元
⑦

・
古
代
史
の
復
元
③

『倭
人
の
ル
ー
ツ
と
渤
海
沿
岸
』

『伊
都
国
と
渡
来
邪
馬
萱
国
』

『神
武

・
崇
神
と
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
』

『四
世
紀
の
北
部
九
州
と
近
畿
』

『倭
の
五
王
と
磐
井
の
乱
』

『物
部
氏
と
蘇
我
氏
と
上
宮
王
家
』

『天
智
王
権
と
天
武
王
権
』

『天
武
天
皇
と
大
寺
の
移
築
』

（注
）
こ
れ
ら
の
著
書
は
、
出
版
者
が
廃
業
し
た
た
め

一
般
の
書
店

で
は
販
売
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
「購
入
方
法
」
等
に
つ
い
て
は
次

の

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
　
な
お
、
「古
代
史
の
提
言
」
シ
リ
ー
ズ
、
「古
代
史
の
復
元
」
シ

リ
ー
ズ
は

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

。
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